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(57)【要約】
　ユーザーを特定するユーザー情報を取得するユーザー
情報取得部と、表示部と、予め登録された登録ユーザー
が表示部に表示されたコンテンツ情報を視聴する視聴時
間を計測する視聴時間計測部と、制御部と、を備え、制
御部は、ユーザー情報及び登録ユーザーを特定する登録
ユーザー情報に基づいてユーザーが登録ユーザーである
かを判定し、ユーザーが登録ユーザーであると判定した
場合には、表示部に前記コンテンツ情報を表示させ、視
聴時間計測部に視聴時間を計測させ、所定の時間内にお
ける視聴時間の累計である累積視聴時間と予め設定され
た累積視聴時間の上限である視聴制限時間とを比較し、
累積視聴時間が視聴制限時間以上であると判定した場合
には、登録ユーザーに対し警告する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザーを特定するユーザー情報を取得するユーザー情報取得部と、
　表示部と、
　予め登録された登録ユーザーが前記表示部に表示されたコンテンツ情報を視聴する視聴
時間を計測する視聴時間計測部と、
　制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記ユーザー情報及び前記登録ユーザーを特定する登録ユーザー情報に
基づいて前記ユーザーが前記登録ユーザーであるかを判定し、前記ユーザーが前記登録ユ
ーザーであると判定した場合には、前記表示部に前記コンテンツ情報を表示させ、前記視
聴時間計測部に前記視聴時間を計測させ、所定の時間内における前記視聴時間の累計であ
る累積視聴時間と予め設定された前記累積視聴時間の上限である視聴制限時間とを比較し
、前記累積視聴時間が前記視聴制限時間以上であると判定した場合には、前記登録ユーザ
ーに対し警告する、
　情報処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報処理装置において、
　前記ユーザー情報取得部は、前記ユーザーから入力されたパスワードを前記ユーザー情
報として取得する、
　情報処理装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の情報処理装置において、
　前記ユーザー情報取得部は、生体センサーを備え、前記ユーザーの生体情報を前記ユー
ザー情報として取得する、
　情報処理装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の情報処理装置において、
　前記ユーザー情報取得部は、撮像部を備え、前記撮像部が前記ユーザーを撮像して作成
したユーザー画像から抽出した顔情報を前記ユーザー情報として取得する、
　情報処理装置。
【請求項５】
　ユーザーを特定するユーザー情報を取得するユーザー情報取得部と、
　表示部と、
　予め登録された登録ユーザーが前記表示部に表示されたコンテンツ情報を視聴する視聴
時間を計測する視聴時間計測部と、
　前記ユーザーを撮像して作成したユーザー画像から抽出した顔情報を前記ユーザー情報
として取得する撮像部と、
　制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記ユーザー情報及び前記登録ユーザーを特定する登録ユーザー情報に
基づいて前記ユーザーが前記登録ユーザーであるかを判定し、前記ユーザーが前記登録ユ
ーザーであると判定した場合には、前記視聴時間計測部に前記視聴時間を計測させ、所定
の時間内における前記視聴時間の累計である累積視聴時間と予め設定された前記累積視聴
時間の上限である視聴制限時間とを比較し、前記累積視聴時間が前記視聴制限時間以上で
あると判定した場合には、前記登録ユーザーに対し警告する、
　情報処理装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の情報処理装置において、
　前記撮像部は、前記ユーザーを連続して撮像する、
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　情報処理装置。
【請求項７】
　請求項１又は５に記載の情報処理装置において、
　複数の前記登録ユーザーが登録され、
　前記制御部は、前記登録ユーザーごとに前記累積視聴時間と前記視聴制限時間とを比較
し、前記コンテンツ情報を視聴している前記登録ユーザーの前記累積視聴時間が前記視聴
制限時間以上であると判定した場合には、該登録ユーザーに対し警告する、
　情報処理装置。
【請求項８】
　請求項１又は５に記載の情報処理装置において、
　前記視聴時間計測部は、前記登録ユーザーが前記コンテンツ情報を連続して視聴する連
続視聴時間を計測し、
　前記制御部は、前記連続視聴時間と予め設定された前記登録ユーザーの前記連続視聴時
間の上限である連続視聴制限時間とを比較し、
　前記累積視聴時間が前記視聴制限時間未満、前記連続視聴時間が前記連続視聴制限時間
以上であると判定した場合には、前記登録ユーザーに対し警告する、
　情報処理装置。
【請求項９】
　請求項１又は５に記載の情報処理装置において、
　前記制御部は、前記表示部に警告画像を表示させることにより前記登録ユーザーに対し
警告する、
　情報処理装置。
【請求項１０】
　請求項１又は５に記載の情報処理装置において、
　スピーカを備え、
　前記制御部は、前記スピーカが発する警告音により前記登録ユーザーに対し警告する、
　情報処理装置。
【請求項１１】
　請求項１又は５に記載の情報処理装置において、
　前記登録ユーザーが複数の前記情報処理装置に登録され、
　それぞれの前記情報処理装置は、他の前記情報処理装置との間で前記登録ユーザーの視
聴情報の送受信を行う情報通信部を備え、
　それぞれの前記情報処理装置は、前記情報通信部を介して、前記複数の情報処理装置の
うちの１の前記情報処理装置に対し前記累積視聴時間に関する前記視聴情報を送信し、
　前記１の情報処理装置は、それぞれの前記情報処理装置から受信した前記累積視聴時間
に関する前記視聴情報に基づいて前記複数の情報処理装置における前記登録ユーザーの前
記累積視聴情報を合算した複数装置間累積視聴時間を記録し、
　前記登録ユーザーが前記コンテンツを視聴している前記情報処理装置の前記制御部は、
今回の前記視聴時間と、前回までの前記複数装置間累積視聴時間とを合算して今回までの
前記複数装置間累積視聴時間を算出し、今回までの前記複数装置間累積視聴時間と前記視
聴制限時間とを比較し、前記今回までの複数装置間累積視聴時間が前記視聴制限時間以上
であると判断した場合には、前記登録ユーザーに対して警告する、
　情報処理装置。
【請求項１２】
　請求項１又は５に記載の情報処理装置において、
　前記登録ユーザーが複数の前記情報処理装置に登録され、
　それぞれの前記情報処理装置は、外部ネットワークに設けられた視聴情報管理装置との
間で前記登録ユーザーの視聴情報の送受信を行う情報通信部を備え、
　それぞれの前記情報処理装置は、前記情報通信部を介して、前記視聴情報管理装置に対
し前記累積視聴時間に関する前記視聴情報を送信し、
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　前記視聴情報管理装置は、それぞれの前記情報処理装置から受信した前記累積視聴時間
に関する前記視聴情報に基づいて前記複数の情報処理装置における前記登録ユーザーの前
記累積視聴情報を合算した複数装置間累積視聴時間を記録し、
　前記登録ユーザーが前記コンテンツを視聴している前記情報処理装置の前記制御部は、
今回の前記視聴時間と、前回までの前記複数装置間累積視聴時間とを合算して今回までの
前記複数装置間累積視聴時間を算出し、今回までの前記複数装置間累積視聴時間と前記視
聴制限時間とを比較し、前記今回までの複数装置間累積視聴時間が前記視聴制限時間以上
であると判断した場合には、前記登録ユーザーに対して警告する、
　情報処理装置。
【請求項１３】
　請求項１又は５に記載の情報処理装置において、
　前記登録ユーザーが複数の前記情報処理装置に登録され、
　それぞれの前記情報処理装置は、他の前記情報処理装置との間で前記登録ユーザーの視
聴情報の送受信を行う情報通信部を備え、
　それぞれの前記情報処理装置は、前記情報通信部を介して、前記複数の情報処理装置の
うちの１の前記情報処理装置に対し前記累積視聴時間に関する前記視聴情報を送信し、
　前記１の情報処理装置は、それぞれの前記情報処理装置から受信した前記累積視聴時間
に関する前記視聴情報に基づいて前記複数の情報処理装置における前記登録ユーザーの前
記累積視聴情報を合算した複数装置間累積視聴時間を記録し、
　前記登録ユーザーが前記コンテンツを視聴している前記情報処理装置の前記制御部は、
前記登録ユーザーによる前記コンテンツの視聴開始時刻に関する視聴情報を前記１の情報
処理装置に送信し、
　前記１の情報処理装置は、受信した前記コンテンツの前記視聴開始時刻に関する前記視
聴情報に基づいて、前記登録ユーザーによる今回の前記視聴時間を計測し、前記今回の視
聴時間と、前回までの前記複数装置間累積視聴時間とを合算して今回までの前記複数装置
間累積視聴時間を算出し、今回までの前記複数装置間累積視聴時間と前記視聴制限時間と
を比較し、前記今回までの複数装置間累積視聴時間が前記視聴制限時間以上であると判断
した場合には、前記登録ユーザーが前記コンテンツを視聴している前記情報処理装置に、
前記登録ユーザーに対し警告するよう指示し、前記登録ユーザーが前記コンテンツを視聴
している前記情報処理装置は、前記指示に基づいて前記登録ユーザーに警告を行う、
　情報処理装置。
【請求項１４】
　請求項１又は５に記載の情報処理装置において、
　前記登録ユーザーが複数の前記情報処理装置に登録され、
　それぞれの前記情報処理装置は、外部ネットワークに設けられた視聴情報管理装置との
間で前記登録ユーザーの視聴情報の送受信を行う情報通信部を備え、
　それぞれの前記情報処理装置は、前記情報通信部を介して、前記視聴情報管理装置に対
し前記累積視聴時間に関する前記視聴情報を送信し、
　前記視聴情報管理装置は、それぞれの前記情報処理装置から受信した前記累積視聴時間
に関する前記視聴情報に基づいて前記複数の情報処理装置における前記登録ユーザーの前
記累積視聴情報を合算した複数装置間累積視聴時間を記録し、
　前記登録ユーザーが前記コンテンツを視聴している前記情報処理装置の前記制御部は、
前記登録ユーザーによる前記コンテンツの視聴開始時刻に関する視聴情報を前記視聴情報
管理装置に送信し、
　前記視聴情報管理装置は、受信した前記コンテンツの前記視聴開始時刻に関する前記視
聴情報に基づいて、前記登録ユーザーによる今回の前記視聴時間を計測し、前記今回の視
聴時間と、前回までの前記複数装置間累積視聴時間とを合算して今回までの前記複数装置
間累積視聴時間を算出し、今回までの前記複数装置間累積視聴時間と前記視聴制限時間と
を比較し、前記今回までの複数装置間累積視聴時間が前記視聴制限時間以上であると判断
した場合には、前記登録ユーザーが前記コンテンツを視聴している前記情報処理装置に、
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前記登録ユーザーに対し警告するよう指示し、
　前記登録ユーザーが前記コンテンツを視聴している前記情報処理装置は、前記指示に基
づいて前記登録ユーザーに警告を行う、
　情報処理装置。
【請求項１５】
　請求項１又は５に記載の情報処理装置において、
　前記情報処理装置がスマートフォンからなる、
　情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォンやタブレットＰＣ等の普及により、宅内外でインターネット等に
配信された動画等を手軽に視聴することができるようになっている。また、多くのユーザ
ーは、例えばスマートフォン、パソコン、テレビ等、複数の情報機器を所有しており、知
らず知らずのうちにディスプレイを見る時間が長くなっている。
【０００３】
　このため、目への負担が大きくなってきており、長時間ディスプレイを見ることによる
視力の低下や肩こり等が懸念される。特に成長期の子供への影響を抑えるため、ディスプ
レイを見る時間を一定時間内に制限することが好ましい。また、例えば家庭の教育方針に
より、親が子供のディスプレイを視聴する時間を制限したい場合もある。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、視聴装置としてのＳＴＢ（セット・トップ・ボックス）と、
このＳＴＢで受信された動画や静止画などのコンテンツを再生するモニタと、ＳＴＢを無
線通信により遠隔操作するユーザー端末と、ユーザー端末ごとに視聴時間の制限値をＳＴ
Ｂに設定する管理者端末とを含む視聴制限システムが開示されている。特許文献１によれ
ば、ＳＴＢでは、ユーザー端末に固有の端末ＩＤごとに視聴履歴（視聴時間）および視聴
時間の制限値が管理され、ユーザー端末から視聴要求を受信すると、その端末ＩＤに基づ
いて視聴時間と制限値とを比較し、視聴時間が制限値を下回っている限りはコンテンツの
視聴が許可され、それ以外であれば視聴要求が拒否される旨記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－９３７２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１の視聴制限システムでは、コンテンツの視聴開始前に視聴の可否が判断され
るが、コンテンツの視聴中には視聴の可否が判断されない。このため、コンテンツ等の情
報を視聴している最中に累積視聴時間が視聴制限時間を経過しても、コンテンツ等の情報
の視聴を制限することができなかった。
【０００７】
　そこで、本発明は、情報を視聴している最中に累積視聴時間が視聴制限時間を経過した
場合でも、視聴を制限することが可能な情報処理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下の
とおりである。
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【０００９】
　本発明の代表的な実施の形態による情報処理装置は、ユーザーを特定するユーザー情報
を取得するユーザー情報取得部と、表示部と、予め登録された登録ユーザーが表示部に表
示されたコンテンツ情報を視聴する視聴時間を計測する視聴時間計測部と、制御部と、を
備え、制御部は、ユーザー情報及び登録ユーザーを特定する登録ユーザー情報に基づいて
ユーザーが登録ユーザーであるかを判定し、ユーザーが登録ユーザーであると判定した場
合には、表示部にコンテンツ情報を表示させ、視聴時間計測部に視聴時間を計測させ、所
定の時間内における視聴時間の累計である累積視聴時間と予め設定された累積視聴時間の
上限である視聴制限時間とを比較し、累積視聴時間が視聴制限時間以上であると判定した
場合には、登録ユーザーに対し警告する。
【発明の効果】
【００１０】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば以下のとおりである。
【００１１】
　すなわち、本発明の代表的な実施の形態によれば、情報を視聴している最中に累積視聴
時間が視聴制限時間を経過した場合でも、視聴を制限することが可能な情報処理装置を提
供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態１に係る情報処理装置の構成図の一例を示すブロック図であ
る。
【図２】本発明の実施の形態１に係る情報処理装置の一形態を例示する平面図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る情報処理装置の使用状況の一例を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態１における視聴情報の記録方法に関するフローチャートの一
例を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態１においてユーザー認証時に表示されるＵＩ画像の一例を示
す図である。
【図６】撮像部により作成されたユーザーの画像の一例を示す図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態に係る登録ユーザーへの警告画像の一例を示す図であ
る。
【図８】本発明の実施の形態１に係る管理者ユーザーへの通知画像の一例を示す図である
。
【図９】本発明の実施の形態２に係るユーザー認証時に表示される画像の一例を示す図で
ある。
【図１０】本発明の実施の形態２に係るユーザー認証時に表示される画像の一例を示す図
である。
【図１１】本発明の実施の形態２に係る登録ユーザーの視聴情報の記録方法の一例を示す
図である。
【図１２】本発明の実施の形態３に係る登録ユーザーの視聴情報の管理方法の一例を示す
図である。
【図１３】本発明の第３の実施の形態に係る登録ユーザーへの警告画像の一例を示す図で
ある。
【図１４】本発明の実施の形態４における視聴情報の記録方法に関するフローチャートの
一例を示す図である。
【図１５】複数のユーザーが情報処理装置を視聴している状況の一例を示す図である。
【図１６】取得したユーザーの顔情報の一例を示す図である。
【図１７】本発明の実施の形態５に係る視聴情報管理システムの一例を示す図である。
【図１８】本発明の実施の形態５に係る視聴情報の記録方法についてのフローチャートの
一例を示す図である。
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【図１９】本発明の実施の形態５に係る視聴情報の記録方法の一例を示す図である。
【図２０】本発明の実施の形態５に係る視聴情報の記録方法についてのフローチャートの
一例を示す図である。
【図２１】本発明の実施の形態５に係る視聴情報の記録方法の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全ての図において、同一部には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの
説明は省略する。また、図面をわかりやすくするために平面図であってもハッチングを付
す場合がある。
【００１４】
　さらに、以下の実施の形態では便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは
実施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらはお互いに無関係な
ものではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明などの関係にある
。
【００１５】
　また、以下の実施の形態において、要素の数など（個数、数値、量、範囲などを含む）
に言及する場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合な
どを除き、その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でも良いもの
とする。
【００１６】
　また、以下の実施の形態において、その構成要素（要素ステップ等も含む）は、特に明
示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須
のものではないことは言うまでもない。
【００１７】
　また、以下の実施の形態において、構成要素等について、「Ａからなる」、「Ａよりな
る」、「Ａを有する」、「Ａを含む」と言うときは、特にその要素のみである旨明示した
場合等を除き、それ以外の要素を排除するものでないことは言うまでもない。同様に、以
下の実施の形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは、特に明示し
た場合および原理的に明らかにそうでないと考えられる場合等を除き、実質的にその形状
等に近似または類似するもの等を含むものとする。このことは、上記数値および範囲等に
ついても同様である。
【００１８】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る情報処理装置の構成図の一例を示すブロック図で
ある。図２は、本発明の実施の形態１に係る情報処理装置の一形態を例示する平面図であ
る。図３は、本発明の実施の形態１に係る情報処理装置の使用状況の一例を示す図である
。
【００１９】
　本実施の形態における情報処理装置１００は、例えばスマートフォン、携帯電話、タブ
レット端末、パソコン等である。情報処理装置１００は、図１に示すように、ユーザー情
報取得部１１６、表示部１１７、視聴時間計測部１７０、制御部１１４を備えている。ま
た、情報処理装置１００は、これら以外にも、情報格納部１２５、チューナ・復調部１２
２、信号分離部１２１、メモリ１３２、加速度センサ部１３３、地磁気センサ部１３４、
通信Ｉ／Ｆ１１３、移動体通信Ｉ／Ｆ１３１、情報入力部１１５、ＧＰＳ受信部１３５、
ジャイロセンサ部１３６、撮像部１４０、スイッチ入力部１５０、音声入出力部１６０等
を備えている。これらの構成要素は、バス１０１を介して互いに接続されている。スイッ
チ入力部１５０には、ボタン１５１が接続されている。音声入出力部１６０には、マイク
１６１、スピーカ１６２が接続されている。
【００２０】
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　ユーザー情報取得部１１６は、例えば図２に示すように、表示部１１７の周辺部に設け
られている。ユーザー情報取得部１１６は、ユーザーを特定するユーザー情報を取得する
。ユーザー情報取得部１１６は、例えば、生体情報を読み取る生体センサー等からなり、
生体センサーを介して指紋や指静脈パターン等の生体情報をユーザー情報として取得する
。また、ユーザーから入力されるパスワードをユーザー情報として取得する場合には、後
述の情報入力部１１５がユーザー情報取得部としても機能する場合がある。また、情報入
力部１１５と後述の表示部１１７とが一体で構成されたタッチパネルも、ユーザー情報取
得部として機能する場合がある。また、後述する撮像部１４０により撮像されたユーザー
画像から抽出された顔情報をユーザー情報として取得する場合には、撮像部１４０がユー
ザー情報取得部としても機能する場合がある。ユーザー情報取得部１１６は、例えば、表
示部１１７の表示のオンオフ等の操作に関する操作情報を、ユーザーの操作により取得し
てもよい。
【００２１】
　表示部１１７は、例えば、液晶パネルや有機ＥＬ（ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅ
ｎｃｅ）パネル等で構成される。表示部１１７は、例えば、タッチパネルとして情報入力
部１１５と一体で構成されてもよい。表示部１１７は、例えば、情報格納部１２５に格納
された画像や映像等のコンテンツ情報、チューナ・復調部１２２、通信Ｉ／Ｆ１１３、移
動体通信Ｉ／Ｆ１３１において受信したコンテンツ情報、登録ユーザーが撮像した画像や
映像等のコンテンツ情報、アプリケーションプログラムで生成された画像や映像等のコン
テンツ情報等を表示する。表示部１１７は、例えば、情報処理装置１００へのログオンに
必要なパスワードの入力画面等のユーザーインターフェイス（ＵＩ）を表示する。
【００２２】
　表示部１１７は、後述するような、登録ユーザーに対してコンテンツ情報等の視聴を制
限することを警告する画像等を表示する。
【００２３】
　視聴時間計測部１７０は、登録ユーザーが表示部１１７に表示されたコンテンツ情報等
を視聴する視聴時間等を計測する。例えば、視聴時間計測部１７０は、後述する制御部１
１４において、情報処理装置１００を使用しようとするユーザーが登録ユーザーであると
判定され、登録ユーザーが情報処理装置１００にログオンすると、表示部１１７にコンテ
ンツ情報が表示された時間を、登録ユーザーの視聴時間として計測する。視聴時間計測部
１７０は、例えば、登録ユーザーが情報処理装置１００にログオンした時刻を視聴開始時
刻とし、視聴開始時刻からの経過時間を計測することにより視聴時間を計測する。
【００２４】
　視聴時間計測部１７０は、例えば時計機能を備え、視聴時間計測部１７０の内部の時刻
情報を用いてもよい。また、視聴時間計測部１７０は、通信Ｉ／Ｆ１１３、図３に示す無
線ルーターを介し、外部ネットワーク１０４０と接続されたサーバー１０５０から時刻情
報を取得してもよい。また、視聴時間計測部１７０は、移動体通信Ｉ／Ｆ１３１、基地局
１０１０を介してサーバー１０４０から時刻情報を取得してもよい。また、視聴時間計測
部１７０は、ＧＰＳ受信部１３５で受信したＧＰＳ信号から時刻情報を取得してもよい。
また、情報処理装置１００は、チューナ・復調部１２２で受信したテレビ信号から時刻情
報を取得してもよい。視聴時間計測部１７０は、これらの方法により取得した時刻情報に
基づいて、例えば視聴開始時刻との差分を算出することにより視聴時間を計測する。
【００２５】
　また、視聴時間計測部１７０は、例えば、視聴開始時刻から情報処理装置１００内のタ
イマーを駆動させることにより視聴時間を計測してもよい。あるいは、視聴時間計測部１
７０は、視聴開始時刻から情報処理装置１００内のカウンターを駆動させ、そのカウント
数を視聴時間に置き換えることにより視聴時間を計測してもよい。
【００２６】
　視聴時間計測部１７０は、ハードウェアで構成されてもよいし、ソフトウェアで構成さ
れてもよい。また、視聴時間計測部１７０は、例えば制御１１４等のハードウェアと一体
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で構成されてもよいし、他のプログラムに組み込まれてもよい。
【００２７】
　情報格納部１２５は、情報処理装置１００に関するコンテンツ情報や、後述する登録ユ
ーザーの視聴情報等を格納する。情報格納部１２５は、例えば、情報処理装置１００を動
作させる基本プログラム、情報処理装置１００において各種機能を実現させるアプリケー
ションプログラム等の各種プログラム情報を格納する。情報格納部１２５は、例えば、情
報処理装置１００の各種設定情報、アプリケーションプログラムで作成した情報、表示部
１１７に表示させるコンテンツ情報、情報処理装置１００に登録された登録ユーザーを特
定する登録ユーザー情報、登録ユーザーの視聴を制限するための判定に関わる、登録ユー
ザーの累積視聴時間、累積視聴時間の上限である視聴制限時間等、登録ユーザーの視聴情
報等を記録する。
【００２８】
　登録ユーザー情報とは、例えば、登録ユーザーが情報処理装置１００へログオンする際
に必要となる、パスワード、指紋や指静脈パターン等の生体情報、顔情報である。情報格
納部１２５は、これらの情報以外にも、例えば、チューナ・復調部１２２、通信Ｉ／Ｆ１
１３、移動体通信Ｉ／Ｆ１３１から受信した映像音声ストリーム等の各種コンテンツを格
納する。
【００２９】
　アプリケーションプログラムは、例えば、情報処理装置１００が出荷されるまでに予め
情報格納部１２５に格納されてもよい。あるいは、アプリケーションプログラムは、ＣＤ
（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ）やＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓ
ｋ）等の光学メディア、半導体メモリ等の媒体に格納されたものを、例えば、図示しない
媒体接続部を介して情報処理装置１００にインストールされてもよい。また、アプリケー
ションプログラムは、通信Ｉ／Ｆ１１３及び図示しない無線ルーターを介して図示しない
外部ネットワークからダウンロードしてインストールされてもよい。さらには、アプリケ
ーションプログラムは、移動体通信Ｉ／Ｆ１３１及び図示しない基地局を介して配信元か
らダウンロードしてインストールされてもよい。さらに、外部ネットワークを介してアプ
リケーションプログラムを取得したパーソナルコンピュータ（ＰＣ）に、図示しない外部
機器接続Ｉ／Ｆを介して情報処理装置１００が接続され、アプリケーションプログラムが
ＰＣから情報処理装置１００にムーブ又はコピーされることによりインストールされても
よい。また、アプリケーションプログラムは、上述のソフトウェアで実現されてもよいし
、例えば同等の機能を持つハードウェアで実現されてもよい。アプリケーションプログラ
ムがハードウェアで実現される場合には、ハードウェアが主体となって各機能が実現され
る。
【００３０】
　なお、情報格納部１２５は、情報処理装置１００に内蔵されてもよいし、情報処理装置
１００に対して着脱可能に構成されてもよい。
【００３１】
　チューナ・復調部１２２は、例えば、図３に示す放送局１０２０から送信されたテレビ
信号を受信し、受信したテレビ信号を復調する。信号分離部１２１は、チューナ・復調部
１２２で復調されたテレビ信号を、例えば、チャンネルごとのテレビ信号や電子番組表（
ＥＰＧ）等の各種信号に分離する。
【００３２】
　メモリ１３２では、例えば、情報格納部１２５から読み出された基本プログラム、アプ
リケーションプログラム等が展開される。制御部１１４がメモリ１３２に展開されたプロ
グラムを実行することにより、それぞれのプログラムが備える各種機能が実現される。
【００３３】
　加速度センサ部１３３は、情報処理装置１００に掛かる加速度（例えば重力加速度）の
大きさ、方向を測定する。加速度センサ部１３３は、測定した加速度の大きさ、方向の測
定値を、例えば加速度情報として制御部１１４に出力する。また、加速度情報は、情報格
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納部１２５に格納されてもよい。
【００３４】
　地磁気センサ部１３４は、情報処理装置１００に掛かる地磁気の大きさ、方向を測定す
る。地磁気センサ１３４が、例えば複数の磁気センサで構成され、複数の磁気センサによ
り地磁気が測定されてもよい。地磁気センサ１３４は、測定した地磁気の大きさ、方向を
、例えば地磁気情報として制御部１１４に出力する。また、地磁気情報は、情報格納部１
２５に格納されてもよい。
【００３５】
　通信Ｉ／Ｆ１１３は、例えば無線ＬＡＮ等により、図３に示す無線ルーター１０３０と
接続され、無線ルーター１０３０を介して外部ネットワーク１０４０と接続される。
【００３６】
　通信Ｉ／Ｆ１１３は、例えば、外部ネットワーク１０４０上のサーバー１０５０との間
で、コンテンツ情報、登録ユーザーの視聴情報等の送受信を行う。
【００３７】
　通信Ｉ／Ｆ１１３は、無線ルーター１０３０との通信機能に加えて、又はこれに替えて
、Ｗｉ‐Ｆｉ（登録商標）等の無線ＬＡＮ等により、無線ルーター１０３０を介さずにサ
ーバー１０５０と直接通信してもよい。通信Ｉ／Ｆ１１３には、これらの通信機能を実現
するハードウェアがそれぞれに実装されてもよいし、これらの通信機能が１つのハードウ
ェアで実現されてもよい。通信Ｉ／Ｆ１１３による外部ネットワーク１０４０との接続を
移動体通信Ｉ／Ｆ１３１による通信ネットワーク接続より優先するようにしてもよい。
【００３８】
　移動体通信Ｉ／Ｆ１３１は、例えば、ＧＳＭ（登録商標）（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）方式、Ｗ－ＣＤＭＡ(Ｗｉ
ｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ)方式や
ＣＤＭＡ２０００方式、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）方式などの第３世代移動通信システム（以下「
３Ｇ」と表記する）、あるいはＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式
などの移動体通信網を利用して、図３に示す基地局１０１０を介して外部ネットワーク１
０４０と接続されている。移動体通信Ｉ／Ｆ１３１は、これらの通信方式に対応させた１
又は複数のハードウェアで構成されてもよい。
【００３９】
　通信Ｉ／Ｆ１１３は、例えば、外部ネットワーク１０４０上のサーバー１０５０との間
で、コンテンツ情報、登録ユーザーの視聴情報等の送受信を行う。
【００４０】
　情報入力部１１５は、ユーザーからの情報処理装置１００への操作を受け付け、操作情
報を取得する。情報入力部１１５は、例えば、情報処理装置１００の状態に応じて種々の
操作を実現するボタンでもよいし、数字や記号等に対応させた１又は複数のボタンで構成
されてもよいし、例えば、表示部１１７と一体で構成されたタッチパネルでもよい。また
、情報入力部１１５は、リモートコントローラー等の端末から赤外線通信等により送信さ
れた信号を受信し、受信した信号から操作情報を取得してもよい。
【００４１】
　操作情報としては、例えば、情報処理装置１００の電源オンオフ操作に関する情報、表
示部１１７のオンオフ操作に関する情報等が挙げられる。
【００４２】
　情報入力部１１５は、例えば、ユーザー情報としてパスワードの入力を受け付けるよう
な場合には、ユーザー情報取得部としても機能する場合がある。
【００４３】
　なお、情報入力部１１５が、表示部１１７と一体で構成されたタッチパネルである場合
には、ユーザーは、タッチパネルに表示された任意のオブジェクト（アイコン）等を指で
タッチした状態で移動させる操作（ドラッグ操作）、又はタッチパネル上で指をはじくよ
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うに動かす操作（フリック操作）を行うことにより、画面に表示されたオブジェクト等を
自由に移動させることができる。また、ユーザーは、オブジェクト等を指で１回叩く操作
（タップ操作）、又は２回叩く操作（ダブルタップ操作）を行うことにより、オブジェク
ト等を活性化させたり、あるいは別の画面に切り替えたりすることができる。
【００４４】
　ＧＰＳ受信部１３５は、ＧＰＳ（Ｇｒｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ）を利用して複数の衛星から送信されるＧＰＳ信号を受信する。ＧＰＳ受信部１３５は
、例えば、受信したＧＰＳ信号を制御部１１４に出力する。また、受信したＧＰＳ信号は
、情報格納部１２５に格納されてもよい。
【００４５】
　ジャイロセンサ部１３６は、情報処理装置１００をユーザーが動かした場合などに発生
する情報処理装置１００の角速度を測定する。ジャイロセンサ部１３６は、例えば、測定
した角速度を、例えば角速度情報として制御部１１４に出力する。また、角速度情報は、
情報格納部１２５に格納されてもよい。
【００４６】
　撮像部１４０は、例えば、レンズなどの光学系と、イメージセンサ、信号処理回路等か
らなる。撮像部１４０における露光制御、フォーカス制御、取得画像画素数（例えば解像
度）制御、圧縮制御、撮影された画像の格納制御等は、例えば、制御部１１４において実
施される。これらの制御は、例えば、カメラ制御用のプログラムに従って実施される。具
体的には、情報格納部１２５に格納されたカメラ制御用のプログラムがメモリ１３２に展
開され、展開されたプログラムを制御部１１４が実施することにより、これらの制御が実
施される。撮像部１４０は、例えば、図２に示すように、情報端末装置１００のユーザー
側（表示部１１７側）に設けられてもよいし、図示しないユーザーとは反対側（表示部１
１７とは反対側）に設けられてもよい。また、撮像部１４０は、これらの両側のそれぞれ
に設けられてもよい。
【００４７】
　スイッチ入力部１５０は、図１に示すように、１又は複数のボタン１５１と接続されて
いる。スイッチ入力部１５０は、ボタン１５１からのスイッチ情報の入力を受け付け、入
力されたスイッチ情報を制御部１１４に出力する。制御部１１４は、スイッチ情報に基づ
いて、例えば、情報処理装置１００のオンオフ、アプリケーションプログラムの起動や停
止等の各動作、２個のボタンを用いた音量の調整（ボリュームのアップダウン）等の制御
を行う。
【００４８】
　音声入出力部１６０は、例えば図１に示すように、音声入力部としてのマイク１６１及
び音声出力部としてのスピーカ１６２が接続されている。音声出入力部１６０は、例えば
、マイク１６１を介してユーザーの音声情報の入力を受け付ける。音声入出力部１６０は
、例えば、スピーカ１６２を介して音声情報を出力する。音声入出力部１６０は、例えば
、上述したボタン１５１の操作に基づいて音量の調整する。
【００４９】
　バス１０１は、情報処理装置１００の各構成要素を互いに接続させる内部バスである。
各構成要素は、バス１０１を介して各種情報の入出力を行う。また、各構成要素は、バス
１０１を介さずに直接接続されてもよい。例えば、大容量の情報が取り扱う場合には、入
力側と出力側との間で直接情報が出入力されてもよい。このようにすれば、バス１０１の
負荷が低減される。
【００５０】
　制御部１１４は、情報処理装置１００を構成する各構成要素の制御を行う。制御部１１
４は、例えば、情報入力部１１５で取得されたユーザーからの操作情報、あるいは、スイ
ッチ入力部１５０で取得されたスイッチ情報に基づいて各種プログラムを実行し、信号分
離部１２１、表示部１１７、通信Ｉ／Ｆ１１３等の各構成要素を制御する。
【００５１】
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　制御部１１４は、例えば、通信Ｉ／Ｆ１１３及び無線ルーター１０３０を介して、接続
された外部ネットワーク１０４０上のサーバー１０５０からコンテンツ情報、登録ユーザ
ーの視聴情報等の各種情報を取得する。制御部１１４は、例えば、移動体通信Ｉ／Ｆ１３
１及び基地局１０１０を介して接続された外部ネットワーク１０４０上のサーバー１０５
０からコンテンツ情報、登録ユーザーの視聴情報等の各種情報を取得する。
【００５２】
　制御部１１４は、例えば、操作情報、スイッチ情報等に基づき、情報処理装置１００の
電源のオンオフ、表示部１１７のオンオフ、音量の調整等を行う。また、制御部１１４は
、例えば一定時間以上、操作情報、スイッチ情報等が入力されない場合には、表示部１１
７をオフしてもよい。
【００５３】
　制御部１１４は、例えば、加速度センサ部１３３から出力された加速度情報に基づいて
、情報処理装置１００に掛かる加速度（例えば重力加速度）を算出する。制御部１１４は
、算出した加速度に基づいて、情報処理装置１００のどの部分が上方であるのか、すなわ
ち情報処理装置１００の姿勢を検出する。制御部１１４は、例えば、表示部１１７に表示
させる画面の上方を加速度センサ部１３３が測定した上方と合わせるように画面を表示さ
せる。これにより、制御部１１４は、ユーザーによる情報処理装置１００の持ち方に合わ
せた画面を表示させる。制御部１１４は、ＧＰＳ受信部１３５から出力されたＧＰＳ信号
に基づいて、情報処理装置１００の位置情報を算出する。制御部１１４は、ジャイロセン
サ部１３６から出力された角速度情報に基づいて、情報処理装置１００の動きを検出する
。
【００５４】
　制御部１１４は、例えば、表示部１１７をオンさせた時に、ユーザーの特定を行う。具
体的には、制御部１１４は、情報処理装置１００を使用しようとするユーザーが、予め登
録された登録ユーザーであるかの判定を行う。制御部１１４は、例えば、予め情報格納部
１２５に格納された登録ユーザーに関する、ユーザーＩＤとコード、パスワード、生体情
報、顔情報等の登録ユーザー情報と、ユーザー情報取得部１１６で取得されたユーザー情
報とを比較することにより、ユーザーが登録ユーザーであるかを判定する。
【００５５】
　制御部１１４は、ユーザーが登録ユーザーである場合には、所定の時間内における視聴
時間の累計である累積視聴時間と予め設定された累積視聴時間の上限である視聴制限時間
とを比較する。なお、所定の時間とは、累積視聴時間を算出する期間であり、所定の時間
を経過すると累積視聴時間はリセットされる。累積視聴時間をリセットするリセット時刻
が、例えば、午前３：００に設定され、午前３：００から翌日の午前３：００まで２４時
間が所定の時間に設定されてもよい。また、リセット時刻は、これ以外の時刻に設定され
てもよいし、所定の時間が２４時間よりも短くてもよいし、２４時間よりも長くてもよい
。また、リセット時刻や所定の時間は、デフォルトで情報処理装置１００に設定されても
よいし、ユーザーにより自由に設定されてもよい。
【００５６】
　制御部１１４は、累積視聴時間が視聴制限時間以上である場合には、登録ユーザーに対
し警告する。例えば、制御部１１４は、累積視聴時間が視聴制限時間を超えていることを
登録ユーザーに警告する警告画像を表示部１１７に表示させる。あるいは、制御部１１４
は、スピーカ１６２から警告音を発生させる。
【００５７】
　無線ルーター１０３０は、例えば、Ｗｉ－Ｆｉなどの無線ＬＡＮ機能を備え、通信回線
を経由して図３に示す外部ネットワーク１０４０と接続されている。また、無線ルーター
１０３０は、情報処理装置１００及び外部ネットワーク１１と接続されている。なお、Ｗ
ｉ－Ｆｉとは、ＩＥＥＥ(米国電気電子学会)の規格「ＩＥＥＥ　８０２．１１ａ／ＩＥＥ
Ｅ　８０２．１１ｂ」で策定された無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）の標準規格である。
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【００５８】
　無線ルーター１０３０は、ＬＡＮ側とＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）
側の２つのインターフェースを備え、これらのインターフェイスには、それぞれ異なるＩ
Ｐアドレスが割り当てられる。具体的には、ＷＡＮ側のインターフェースには、インター
ネット上で識別可能なグローバルＩＰアドレスが割り当てられ、ＬＡＮ側のインターフェ
ースには、閉じられたネットワーク内で利用可能なプライベートＩＰアドレスが割り当て
られる。また、無線ルーター１０３０は、外部ネットワーク１０４０側からアクセスを制
限するファイアーウォール機能や、プライベートアドレスをグローバルアドレスに変換し
、又はグローバルアドレスをプライベートアドレスに変換するＮＡＰＴ（Ｎｅｔｗｏｒｋ
　Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｐｏｒｔ　Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ）機能を備えている。
【００５９】
　情報処理装置１００は、通信Ｉ／Ｆ１１３及び無線ルーター１０３０を介して、あるい
は、移動体通信Ｉ／Ｆ１３１及び基地局１０１０を介して、外部ネットワーク１０４０と
接続されたサーバー１０５０との間で、各種情報の送受信およびコンテンツの送受信を行
うことができる。
【００６０】
　次に、情報処理装置１００において、登録ユーザーの視聴情報の記録方法について説明
する。本実施の形態では、情報処理装置１００に１のユーザーが登録された特定個人の使
用を前提とした場合について説明する。なお、以下では、各種機能がハードウェアで実現
されてもよいし、各アプリケーションプログラムがメモリ１３２に展開され、制御部１１
４が各アプリケーションプログラムを実行することにより実現されてもよい。
【００６１】
　図４は、本発明の実施の形態１における視聴情報の記録方法に関するフローチャートの
一例を示す図である。図５は、本発明の実施の形態１においてユーザー認証時に表示され
るＵＩ画像の一例を示す図である。
【００６２】
　ステップＳ１００１では、情報処理装置１００を使用しようとするユーザーを特定する
。すなわち、ステップＳ１００１は、情報処理装置１００を使用しようとするユーザーが
、情報処理装置１００の使用者として予め登録された登録ユーザーであるかを判定する、
ユーザー認証を行うステップである。
【００６３】
　なお、登録ユーザーに関する登録ユーザー情報は、登録を受けようとするユーザーが予
め行う登録操作により、情報処理装置１００の情報格納部１２５、あるいは、ネットワー
ク１０４０上のサーバー１０５０に情報処理装置１００の端末情報と関連付けて格納され
ている。また、例えば、視聴制限時間、リセット時刻等の登録ユーザーに関する視聴情報
は、管理者ユーザー又は登録ユーザー自身により、予め情報格納部１２５に格納されても
よいし、サーバー１０５０に、情報処理装置１００の端末情報と関連付けて格納されても
よい。
【００６４】
　管理者ユーザーは、登録ユーザーの視聴情報の設定権限の有無を判断する。例えば、管
理者ユーザーの判断に基づいて、管理者ユーザーのみが視聴情報の設定を行うことができ
るか、あるいは登録ユーザー自身も視聴情報を設定することができるかが決定される。ま
た、管理者ユーザーは、登録ユーザーであってもよいし、登録ユーザー以外のユーザーで
あってもよい。
【００６５】
　制御部１１４は、ユーザー情報及び登録ユーザーを特定する登録ユーザー情報に基づい
てユーザーが登録ユーザーであるかを判定する。まず、スイッチ入力部１５０のボタン１
５１、情報入力部１１５、ユーザー情報取得部１１６等が押されたことを、情報処理装置
１００が検知すると、制御部１１４は、表示部１１７をオンさせて、例えば、ユーザー情
報の入力を要求するＵＩ画像を表示させる。例えば、制御部１１４は、例えば図５に示す
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ような、パスワードの入力を要求するパスワード入力画面２０１を表示させる。パスワー
ド入力画面２０１には、例えば図５に示すような「０」～「９」の各数字に対応するソフ
トウェアキーボードが表示されてもよいし、これ以外にも、例えば、数字や記号を組み合
わせたソフトウェアキーボードが表示されてもよい。
【００６６】
　そして、情報処理装置１００は、ユーザーにより入力されたパスワードをユーザー情報
として取得する。取得したパスワードは制御部１１４に出力される。制御部１１４は、取
得したパスワードと登録ユーザー情報として予め登録されたパスワードとを照合し、情報
処理装置１００を使用しようとするユーザーが登録ユーザーであるかを判定する。すなわ
ち、制御部１１４は、入力されたパスワード及び登録されたパスワードが一致すれば、ユ
ーザーが登録ユーザーであると判定する。この場合、ユーザーは、表示されたキーボード
を登録されたパスワードと同じ順序でタッチしていると判断される。そして、登録ユーザ
ーは情報処理装置１００へログオンすることができ、表示部１１７には、例えば情報処理
装置１００のログオン後の初期画面やコンテンツ情報等が表示される。
【００６７】
　これに対して、入力されたパスワードが登録されたパスワードと一致しない場合には、
制御部１１４は、ユーザーが登録ユーザーではないと判定する。この場合、ユーザーは、
表示されたキーボードを登録されたパスワードとは異なる順序でタッチしていると判断さ
れる。そして、ユーザーは、情報処理装置１００へログオンすることができない。ただし
、この場合、表示部１１７には、入力されたパスワードが登録されたパスワードと異なっ
ていることを通知する画像等が表示されてもよいし、パスワードの再入力を促すパスワー
ド入力画面２０１が表示されてもよい。
【００６８】
　なお、制御部１１４は、上述したように、情報格納部１２５に格納された登録ユーザー
情報を利用してもよいし、例えば、サーバー１０５０に格納された登録ユーザー情報を用
いてもよい。また、上述の例では、パスワードが数字や記号からなる場合について説明し
たが、これ以外にも、文字やイメージの選択、あるいは、タッチの軌跡等をユーザー情報
として利用してもよい。
【００６９】
　また、上述の説明では、表示部１１７が情報入力部１１５と一体で構成されたタッチパ
ネルである場合について説明しているが、これ以外にも、情報入力部１１５が、例えば、
上述のソフトウェアキーボードに対応するボタン等からなり、ボタンからパスワードが入
力されてもよい。
【００７０】
　また、登録ユーザー情報として、例えば指紋や指静脈パターン等の生体情報を利用して
もよい。この場合には、ユーザーは、例えば生体センサーを備えたユーザー情報取得部１
１６に指紋や指静脈パターン等の生体情報を読み取らせることにより、ユーザー情報を入
力する。ユーザー情報取得部１１６は、生体情報をユーザー情報として取得し、取得した
生体情報を制御部１１４に出力する。制御部１１４は、取得した生体情報と登録ユーザー
情報として登録された生体情報とを照合することにより、ユーザーが登録ユーザーである
かを判定する。
【００７１】
　また、登録ユーザー情報として、例えば顔情報を利用してもよい。この場合、撮像部１
４０によりユーザーが撮像され、ユーザー画像から抽出された顔情報がユーザー情報とし
て入力される。図６は、撮像部により作成されたユーザーの画像の一例を示す図である。
撮像部１４０はユーザーを撮像し、例えば図６に示すような、ユーザー画像３０１を作成
する。撮像部１４０は、ユーザー画像３０１からユーザーの顔情報３１１を抽出し、抽出
した顔情報３１１をユーザーの顔情報として制御部１１４に出力する。あるいは、撮像部
１４０は、ユーザー画像３０１を制御部１１４に出力し、制御部１１４がユーザー画像３
０１から顔情報３１１が抽出してもよい。なお、撮像部１４０は、スイッチ入力部１５０
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のボタン１５１等が押されたことを情報処理装置１００が検知すると、ユーザーの操作に
よらずに、自動的にユーザーの撮像を開始してログオン処理を実施してもよい。
【００７２】
　制御部１１４は、取得した顔情報と登録ユーザーの顔情報とを照合することにより、ユ
ーザーが登録ユーザーであるかを判定する。
【００７３】
　情報処理装置１００におけるユーザーの特定方法について説明したが、情報処理装置１
００は上述したいずれかの方法によりユーザーを特定できればよく、必ずしもこれらすべ
ての方法を実施する必要はない。このように、情報処理装置１００を使用しようとするユ
ーザーが登録ユーザーであると判定されると、ステップＳ１００２に移行する。
【００７４】
　ステップＳ１００２では、視聴時間計測部１７０は、登録ユーザーが表示部１１７に表
示されたコンテンツ情報等を視聴する視聴時間の計測を開始する。例えば、制御部１１４
が、視聴時間計測部１７０に対し登録ユーザーに対する視聴時間の計測を開始させる視聴
時間計測開始信号を出力し、視聴時間計測部１７０は、入力された視聴時間計測開始信号
に基づいて登録ユーザーの視聴時間の計測を開始する。
【００７５】
　制御部１１４は、例えば、登録ユーザーが情報処理装置１００にログオンしてコンテン
ツ情報の視聴を開始した時刻を視聴開始時刻としてもよいし、表示部１１７をオンさせた
時刻を視聴開始時刻としてもよい。視聴時間計測部１７０は、視聴開始時刻との差分を算
出することにより経過時間を計測してもよいし、視聴開始時刻からの経過時間をタイマー
等で計測することにより視聴時間を計測してもよい。視聴時間計測部１７０は、例えば、
計測した視聴時間を制御部１１４に出力する。視聴時間計測部１７０は、計測した視聴時
間に関する情報を、例えば所定の周期で出力してもよいし、例えば制御部１１４からの要
求に応じて出力してもよい。あるいは、視聴時間計測部１７０は、視聴時間に関する視聴
情報を情報格納部１２５に出力し、視聴時間に関する視聴情報が情報格納部１２５に記録
されてもよい。また、視聴時間に関する視聴情報が、通信Ｉ／Ｆ１１３や移動体通信Ｉ／
Ｆ１３１を介して外部ネットワーク１０４０上に設けられたサーバー１０５０に送信され
、サーバー１０５０に視聴情報として記録されてもよい。このように登録ユーザーの視聴
時間の計測が開始されると、ステップＳ１００４に移行する。なお、視聴時間計測部１７
０は、後述するステップＳ１００９において計測を停止するまで、他のステップＳ１００
４～Ｓ１００８と並行して登録ユーザーの視聴時間を計測する。
【００７６】
　ステップＳ１００４では、制御部１１４は、所定の時間内における視聴時間の累計であ
る累積視聴時間を算出する。具体的には、登録ユーザーが所定の時間内に複数回にわたっ
て情報を視聴している場合に、制御部１１４は、例えば、今回の視聴を除いた、前回まで
の各回の視聴時間を合算した累積視聴時間と今回の視聴時間とを合算することにより、今
回までの累積視聴時間を算出する。あるいは、制御部１１４は、今回までの各回の視聴時
間を合算することにより累積視聴時間を算出してもよい。算出された累積視聴時間に関す
る視聴情報は、例えば、情報格納部１２５、あるいはサーバー１０５０に記録される。
【００７７】
　このように、登録ユーザーの累積視聴時間を算出すると、ステップＳ１００５に移行す
る。なお、制御部１１４は、後述するステップＳ１００９において計測を停止するまで、
他のステップＳ１００２～Ｓ１００８と並行して登録ユーザーの累積視聴時間を算出する
。
【００７８】
　ステップＳ１００５では、制御部１１４は、ステップＳ１００４で算出された累積視聴
時間と視聴制限時間とを比較する。制御部１１４が、累積視聴時間が視聴制限時間未満で
あると判定した場合（ＮＯ）には、ステップＳ１００８に移行する。
【００７９】
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　これに対して、制御部１１４が、累積視聴時間が視聴制限時間以上であると判定した場
合（ＹＥＳ）には、ステップＳ１００６に移行する。ステップＳ１００６では、制御部１
１４は、登録ユーザーに対し警告する。図７は、本発明の第１の実施の形態に係る登録ユ
ーザーへの警告画像の一例を示す図である。図７では、例えば、表示部１１７に表示され
ているコンテンツ情報に重ねて、視聴制限時間を超えていることを登録ユーザーに警告す
る警告画像４０１が表示されている。このような通知画像４０１に関する情報は、例えば
、情報格納部１２５、サーバー１０５０に格納されている。
【００８０】
　例えば、視聴制限時間を超えたことを知らせることが目的である場合には、視聴にあま
り影響を与えない位置や大きさで、警告画像が表示されてもよい。また、例えば、登録ユ
ーザーによる視聴を停止させたい場合には、例えば図７に示すように、コンテンツ情報の
前に通知画面４０１が表示されるようにしてもよい。また、通知画像の大きさは、視聴制
限時間からの超過時間に応じて適宜変更されてもよい。具体的には、視聴制限時間に達し
た直後である場合には、小さな通知画像が表示され、超過時間が大きくなるにつれて、よ
り大きい通知画像が表示されるようにしてもよい。
【００８１】
　その際、制御部１１４は、例えば図７に示すように、警告画像４０１に、現在までの累
積視聴時間を表示させてもよいし、視聴時間と合わせて視聴制限時間を表示させてもよい
。また、登録ユーザーへの警告は、例えば、上述した警告画像４０１の他、スピーカ１６
２からの警告音の発生、コンテンツ情報の表示オフ等により行われてもよい。
【００８２】
　また、制御部１１４は、登録ユーザーの累積視聴時間が視聴制限時間を超過したことを
管理者ユーザーに通知してもよい。図８は、本発明の実施の形態１に係る管理者ユーザー
への通知画像の一例を示す図である。例えば、制御部１１４は、登録ユーザーの累積視聴
時間が視聴制限時間を超過したことを示す視聴制限時間超過情報を、管理者ユーザーが使
用する情報処理装置に送信する。管理者ユーザーの情報処理装置は、受信した視聴制限時
間超過情報に基づいて、例えば図８に示すような、登録ユーザーが視聴制限時間を超過し
たことを通知する通知画像７０１を表示する。そして、ステップＳ１００８に移行する。
【００８３】
　ステップＳ１００８では、登録ユーザーに対する視聴時間の計測を継続するかどうかの
判定を行う。詳しくは、制御部１１４が、登録ユーザーが情報処理装置１００にログオン
した状態、かつ、表示部１１７に情報が表示された状態であると判定した場合（ＹＥＳ）
には、ステップＳ１００４に戻る。そして、制御部１１４は、上述のステップＳ１００４
～Ｓ１００８を再度実施し、登録ユーザーの視聴時間の計測を引き続き行う。
【００８４】
　これに対して、制御部１１４が、登録ユーザーが情報処理装置１００からログオフした
状態、又は表示部１１７に情報が表示されていない状態であると判定した場合（ＮＯ）に
は、ステップＳ１００９に移行する。
【００８５】
　ステップＳ１００９では、視聴時間計測部１７０は、登録ユーザーの視聴時間の計測を
停止する。例えば、制御部１１４は、視聴時間計測部１７０に対し登録ユーザーに対する
視聴時間の計測を停止させる視聴時間計測停止信号を出力する。視聴時間計測部１７０は
、入力された視聴時間計測停止信号に基づいて登録ユーザーの視聴時間の計測を停止する
。その際、視聴時間計測部１７０は、計測した視聴時間に関する視聴情報を情報格納部１
２５に出力し、視聴時間が情報格納部１２５に記録されるようにしてもよい。これに伴い
、制御部１１４は、登録ユーザーの累積視聴時間の算出を停止する。そして、ステップＳ
１０１０に移行する。
【００８６】
　ステップＳ１０１０では、登録ユーザーに対する警告が解除される。例えば、ステップ
Ｓ１００６において、表示部１１７に警告画像４０１が表示された場合には、制御部１１
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４は、警告画像４０１を消去させることにより、登録ユーザーに対する警告を解除する。
また、例えば、警告音を発生させた場合には、制御部１１４は、警告音を停止させること
により警告を解除する。このように、登録ユーザーへの警告が解除されると、ステップＳ
１０１１に移行する。
【００８７】
　ステップＳ１０１１では、制御部１１４は、登録ユーザーが情報処理装置１００からロ
グオフしているかどうかの判定を実施する。制御部１１４は、登録ユーザーが情報処理装
置１００からログオフしたと判定した場合（ＹＥＳ）には、登録ユーザーの視聴情報の記
録方法に関する一連の処理を終了する。
【００８８】
　これに対して、制御部１１４は、登録ユーザーが情報処理装置１００からログオフして
いないと判定した場合（ＮＯ）には、ステップＳ１０１２に移行する。
【００８９】
　ステップＳ１０１２では、制御部１１４は、表示部１１７に情報が表示されているかど
うかを判定する。制御部１１４が、表示部１１７にコンテンツ情報が表示されていると判
断した場合（ＹＥＳ）には、ステップＳ１００２に移行する。そして、制御部１１４は、
登録ユーザーの視聴時間の計測を再び開始する。
【００９０】
　これに対して、表示部１１７に情報が表示されていないと判断した場合（ＮＯ）、ステ
ップＳ１０１１に移行し、登録ユーザーが情報処理装置１００からログオフしているかど
うかの判定を再び行う。
【００９１】
　これらのステップＳ１００１～Ｓ１０１２を実施することにより、情報処理装置１００
では、登録ユーザーの視聴情報が記録される。なお、記録される視聴情報は上記に限った
ものではなく、例えば、認証情報や機器使用の詳細ログ等が視聴情報として記録されても
よい。
【００９２】
　本実施の形態によれば、視聴時間計測部１７０が、登録ユーザーの視聴時間を計測し、
制御部１１４が、所定の時間内における登録ユーザーの累積視聴時間を算出し、累積視聴
時間と累積視聴時間の上限である視聴制限時間とを比較し、累積視聴時間が視聴制限時間
以上である場合には、登録ユーザーに対し警告する。
【００９３】
　この構成によれば、登録ユーザーは、情報処理装置１００から通知される警告により、
所定の時間内における累積視聴時間が視聴制限時間に達していることを認識することがで
きるので、情報を視聴している最中に累積視聴時間が視聴制限時間を経過した場合でも、
登録ユーザーによる視聴を抑制することができる。また、これにより、登録ユーザーの累
積視聴時間等の視聴情報を適切に記録することができる。
【００９４】
　また、本実施の形態によれば、制御部１１４は、表示部１１７に表示された警告画像４
０１により登録ユーザーに対し警告する。この構成によれば、コンテンツ情報とともに警
告画像４０１が表示されるので、登録ユーザーは、速やかにコンテンツ情報の視聴を停止
することができる。また、これにより、登録ユーザーの累積視聴時間を適切に記録するこ
とができる。
【００９５】
　また、本実施の形態によれば、制御部１１４は、スピーカ１６２を介して警告音により
登録ユーザーに対し警告する。この構成によれば、登録ユーザーは、音声により警告を認
識することができるので、情報処理装置１００から視線を離していても速やかにコンテン
ツ情報の視聴を停止することができる。また、これにより、登録ユーザーの累積視聴時間
を適切に記録することができる。
【００９６】
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　また、本実施の形態によれば、登録ユーザー情報、累積視聴時間、視聴制限時間等に関
する視聴情報が情報格納部１２５に記録されている。この構成によれば、情報処理装置１
００内で視聴情報が記録されるので、制御部１１４は、登録ユーザーの視聴情報の記録を
迅速に実施することができる。また、外部ネットワーク１０４０を用いる必要がなくなる
ので、ネットワークに掛かる負荷が軽減される。
【００９７】
　また、本実施の形態によれば、情報入力部１１５から入力されたパスワードをユーザー
情報として取得する。この構成によれば、登録ユーザーは簡易な方法により情報処理装置
１００にログオンすることができるので、安全性と利便性とを両立させた情報処理装置１
００が提供される。
【００９８】
　また、本実施の形態によれば、ユーザー情報取得部１０６は、生体センサーを備え、ユ
ーザーの指紋や指静脈パターン等の生体情報をユーザー情報として取得する。この構成に
よれば、ユーザー情報取得部１１６は、ユーザーを特定するより正確なユーザー情報を取
得することができるので、ユーザー認証をより正確に行うことができる。これにより、安
全性がより向上させた情報処理装置１００が提供される。
【００９９】
　また、本実施の形態によれば、撮像部１４０により作成されたユーザー画像から顔情報
が抽出され、情報処理装置１００は、顔情報ユーザー情報として取得する。この構成によ
れば、ユーザーは撮像部１４０に自身を撮像させるだけで、顔情報が取得させることがで
きるので、ユーザー認証時におけるユーザーの作業負担が軽減される。また、顔情報がユ
ーザー情報として利用されるので、安全性を向上させた情報処理装置１００を提供するこ
とができる。
【０１００】
　また、本実施の形態によれば、登録ユーザーの累積視聴時間が視聴制限時間を超過した
場合には、管理者ユーザーが使用する情報処理装置にその旨が通知される。この構成によ
れば、管理者ユーザーは、登録ユーザーが視聴制限時間を超えてコンテンツ情報を視聴し
ていることを認識することができる。
【０１０１】
　また、本実施の形態によれば、情報処理装置１００がスマートフォンからなる。この構
成によれば、多くのユーザーはスマートフォンを所有しているので、登録ユーザーの視聴
情報を適切に記録することができる。
【０１０２】
　（実施の形態２）
　本実施の形態では、情報処理装置１００に複数のユーザーが登録されている場合につい
て説明する。本実施の形態における情報処理装置１００は、例えばスマートフォン、携帯
電話、タブレット端末、パソコン等である。
【０１０３】
　なお、複数の登録ユーザーに関する登録ユーザー情報は、登録を受けようとするユーザ
ーが予め行う登録操作により、情報処理装置１００の情報格納部１２５、あるいは、ネッ
トワーク１０４０上のサーバー１０５０に情報処理装置１００の端末情報と関連付けて格
納されている。また、例えば、視聴制限時間、リセット時刻等の登録ユーザーに関する視
聴情報は、管理者ユーザー又は登録ユーザー自身により、予め情報格納部１２５に記録さ
れてもよいし、サーバー１０５０に、情報処理装置１００の端末情報と関連付けて記録さ
れてもよい。また、管理者ユーザーは、いずれかの登録ユーザーであってもよいし、登録
ユーザー以外のユーザーであってもよい。
【０１０４】
　ここで、複数のユーザーが登録された場合における、登録ユーザーの視聴情報の記録方
法について、図４のフローチャートに沿って説明する。なお、以下の説明において、実施
の形態１の内容と重複する箇所については原則として説明を省略する。
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【０１０５】
　図９、図１０は、本発明の実施の形態２に係るユーザー認証時に表示される画像の一例
を示す図である。図１１は、本発明の実施の形態２に係る登録ユーザーの視聴情報の記録
方法の一例を示す図である。
【０１０６】
　ステップＳ１００１では、情報処理装置１００を使用しようとするユーザーが、情報処
理装置１００の使用者として予め登録された複数の登録ユーザーのうちのいずれかである
かを判定する。制御部１１４は、情報処理装置１００を使用しようとするユーザーに対し
て、例えば図９に示すような、登録ユーザーを選択するユーザー選択画面５０１を表示部
１１７に表示させる。ユーザー選択画面５０１には、図９に示すように、例えば、登録ユ
ーザー名、登録ユーザー名と関連付けられた顔情報付きのアイコン等が表示されている。
ユーザーが、例えば自分自身と関連づけられたアイコンをタップすると、タップしたアイ
コンと関連付けられた登録ユーザーが選択される。次に、制御部１１４は、ユーザーに対
して、ユーザー情報の入力を要求する。具体的には、制御部１１４は、例えば図１０に示
すような、パスワード入力画面６０１を表示部１１７に表示させる。
【０１０７】
　パスワード入力画面６０１には、例えば図１０に示すように、選択された登録ユーザー
名、顔情報、パスワード入力用のソフトウェアキーボード等が表示されている。パスワー
ド入力画面６０１からパスワードが入力されると、情報処理装置１００は、パスワードを
ユーザー情報として取得する。制御部１１４は、入力されたパスワードと選択された登録
ユーザーのパスワードとを照合することにより、情報処理装置１００を使用しようとする
ユーザーが、選択された登録ユーザーであるかを判定する。
【０１０８】
　ステップＳ１００４では、制御部１１４は、選択された登録ユーザー（ログオンしてい
る登録ユーザー）の所定の時間内における累積視聴時間を算出する。すなわち、制御部１
１４は、登録ユーザーごとに累積視聴時間を算出する。
【０１０９】
　情報格納部１２５やサーバー１０５０では、累積視聴時間、視聴制限時間等の視聴情報
が、登録ユーザーごとに記録されている。具体的には、図１１に示すように、ユーザーＩ
Ｄ、管理者情報、視聴制限時間、リセット時刻、累積視聴時間、視聴開始時刻等の視聴情
報が登録ユーザーごとにテーブルに記録されている。管理者情報とは、登録ユーザーが管
理者ユーザーであるかを識別する情報である。図１１では、ユーザーＩＤ「００１」のユ
ーザーが管理者ユーザーである。なお、図１１では、登録ユーザーごとに視聴制限時間が
異なっているが、リセット時刻等も登録ユーザーごとに異なってもよい。
【０１１０】
　ステップＳ１００５では、制御部１１４は、登録ユーザーごとに累積視聴時間と視聴制
限時間とを比較する。そして、制御部１１４が、ログオンしてコンテンツ情報を視聴して
いる登録ユーザーの累積視聴時間が視聴制限時間以上であると判定した場合には、ステッ
プＳ１００６に移行する。これに対して、制御部１１４が、ログオンしている登録ユーザ
ーの累積視聴時間が視聴制限時間未満であると判定した場合には、ステップＳ１００８に
移行する。
【０１１１】
　ステップＳ１００６では、制御部１１４は、ログオンした登録ユーザーに対し警告する
。制御部１１４は、例えば図７に示すような、ログオンした登録ユーザーの累積視聴時間
が視聴制限時間以上となったことを警告する警告画像４０１を表示部１１７に表示させる
。言い換えれば、他の登録ユーザーの累積視聴時間が視聴制限時間以上であっても、ログ
オンした登録ユーザーの累積視聴時間が視聴制限時間未満である場合には、警告画像４０
１は表示されない。例えば、図１１では、ユーザーＩＤ「００３」の登録ユーザーの累積
視聴時間が視聴制限時間を超過している。ユーザーＩＤ「００３」の登録ユーザーが情報
処理装置１００を使用している場合には、警告画像４０１が表示されるが、これ以外の登



(20) JP WO2017/208378 A1 2017.12.7

10

20

30

40

50

録ユーザーが情報処理装置１００を使用している場合には、警告画像４０１は表示されな
い。
【０１１２】
　本実施の形態によれば、情報処理装置１００は、複数の登録ユーザーの視聴情報を記録
する。そして、制御部１１４は、ログオンしている登録ユーザーの累積視聴時間が視聴制
限時間以上である場合に限り警告を行う。この構成によれば、警告の対象となっている登
録ユーザーによるコンテンツ情報の視聴のみが制限されるので、他の登録ユーザーは、コ
ンテンツの視聴が制限されることなく情報処理装置１００を使用することができる。
【０１１３】
　（実施の形態３）
　本実施の形態では、登録ユーザーが所定の時間連続して情報を視聴している場合にも警
告を行う場合について説明する。本実施の形態における情報処理装置１００は、例えばス
マートフォン、携帯電話、タブレット端末、パソコン等である。
【０１１４】
　なお、例えば、予め設定された連続視聴時間の上限である連続視聴制限時間、所定の休
憩時間、視聴制限時間、リセット時刻等の登録ユーザーに関する視聴情報は、管理者ユー
ザー又は登録ユーザー自身により、予め情報格納部１２５に記録されてもよいし、サーバ
ー１０５０に、情報処理装置１００の端末情報と関連付けて記録されてもよい。また、管
理者ユーザーは、いずれかの登録ユーザーであってもよいし、登録ユーザー以外のユーザ
ーであってもよい。
【０１１５】
　ここで、複数のユーザーが登録された場合における、登録ユーザーの視聴情報の記録方
法について、図４のフローチャートに沿って説明する。なお、以下の説明において、実施
の形態１の内容と重複する箇所については原則として説明を省略する。
【０１１６】
　図１２は、本発明の実施の形態３に係る登録ユーザーの視聴情報の記録方法の一例を示
す図である。図１３は、本発明の第３の実施の形態に係る登録ユーザーへの警告画像の一
例を示す図である。
【０１１７】
　ステップＳ１００２では、視聴時間計測部１７０は、登録ユーザーが表示部１１７に表
示されたコンテンツ情報等を視聴する視聴時間の計測を開始する。ここで、視聴時間計測
部１７０で計測される視聴時間は、登録ユーザーが情報を連続して視聴する連続視聴時間
でもある。したがって、視聴時間計測部１７０は、視聴時間の計測を開始することにより
、連続視聴時間の計測を開始することとなる。
【０１１８】
　視聴時間計測部１７０は、例えば、計測した連続視聴時間を制御部１１４に出力する。
視聴時間計測部１７０は、計測した連続視聴時間に関する情報を、例えば所定の周期で出
力してもよいし、例えば制御部１１４からの要求に応じて出力してもよい。あるいは、視
聴時間計測部１７０は、連続視聴時間に関する視聴情報を情報格納部１２５に出力し、連
続視聴時間に関する視聴情報が情報格納部１２５に記録されてもよい。また、連続視聴時
間に関する視聴情報が、通信Ｉ／Ｆ１１３や移動体通信Ｉ／Ｆ１３１を介して外部ネット
ワーク１０４０上に設けられたサーバー１０５０に送信され、サーバー１０５０に記録さ
れてもよい。
【０１１９】
　情報格納部１２５やサーバー１０５０では、連続視聴に関する視聴情報、累積視聴に関
する視聴情報が、登録ユーザーごとに記録されている。具体的には、累積視聴に関する視
聴情報は、例えば図１１に示すようなテーブルに記録され、連続視聴に関する視聴情報は
、例えば図１２に示すようなテーブルに記録されている。図１２では、ユーザーＩＤ、管
理者情報、視聴制限時間、連続視聴制限時間、休憩時間、休憩終了時刻等の視聴情報が登
録ユーザーごとに記録されている。なお、連続視聴時間は、例えば、図１１のテーブルに
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記録されている視聴開始時刻から算出されてもよいし、図１１、図１２のテーブルに連続
視聴時間（視聴時間）が記録されてもよい。
【０１２０】
　ステップＳ１００５では、制御部１１４は、累積視聴時間、連続視聴時間のそれぞれに
ついて判定を行う。つまり、制御部１１４は、累積視聴時間が視聴制限時間未満、かつ、
連続視聴時間が連続視聴制限時間未満であると判断した場合（ＮＯ）には、ステップＳ１
００８に移行する。
【０１２１】
　制御部１１４による判定が、これ以外の場合には、ステップＳ１００６に移行する。ス
テップＳ１００６では、制御部１１４は、登録ユーザーに対し警告を行う。第１に、累積
視聴時間が視聴制限時間以上、かつ、連続視聴時間が連続視聴制限時間未満である場合に
は、制御部１１４は、上述の実施の形態１～２と同様の制御を実施する。第２に、累積視
聴時間が視聴制限時間以上、かつ、連続視聴時間が連続視聴制限時間以上である場合にも
、制御部１１４は、上述の実施の形態１～２と同様の制御を実施する。
【０１２２】
　第３に、累積視聴時間が視聴制限時間未満、かつ、連続視聴時間が連続視聴制限時間以
上である場合には、制御部１１４は、ログオンしている登録ユーザーに対し、所定の休憩
時間を取るよう警告する。また、制御部１１４は、警告を受けた登録ユーザーの休憩終了
時刻を情報格納部１２５に出力し、情報格納部１２５は、入力された休憩終了時刻に関す
る視聴情報をテーブルに記録する。また、視聴時間計測部１７０は、警告を受けた登録ユ
ーザーの休憩時間の計測を開始する。例えば、制御部１１４が、視聴時間計測部１７０に
対し登録ユーザーに対する休憩時間の計測を開始させる休憩時間計測開始信号を出力し、
視聴時間計測部１７０は、入力された休憩時間計測開始信号に基づいて登録ユーザーの休
憩時間の計測を開始する。
【０１２３】
　視聴時間計測部１７０は、例えば、登録ユーザーの連続視聴時間が連続視聴制限時間に
達した時刻を休憩開始時刻とし休憩時間を計測する。視聴時間計測部１７０は、計測した
休憩時間に関する情報を、例えば所定の周期で出力してもよいし、例えば制御部１１４か
らの要求に応じて出力してもよい。あるいは、視聴時間計測部１７０は、計測した休憩時
間に関する視聴情報等を情報格納部１２５に出力し、休憩時間に関する視聴情報が情報格
納部１２５に記録されてもよい。また、登録ユーザーの休憩時間に関する視聴情報等が、
通信Ｉ／Ｆ１１３や移動体通信Ｉ／Ｆ１３１を介して外部ネットワーク１０４０上に設け
られたサーバーに１０５０送信され、サーバー１０５０に記録されてもよい。
【０１２４】
　また、例えば、制御部１１４は、図１３に示すような、登録ユーザーに休憩を取るよう
警告する警告画像８０１を表示させる。その際、制御部１１４は、警告画像８０１内に、
例えば、残りの休憩時間を表示させてもよい。
【０１２５】
　警告画像８０１は、ログオンした登録ユーザーの連続視聴時間が連続視聴制限時間以上
となった場合に表示される。言い換えれば、他の登録ユーザーの連続視聴時間が連続視聴
制限時間以上であっても、ログオンした登録ユーザーの累積視聴時間が視聴制限時間未満
である場合には、警告画像８０１は表示されない。
【０１２６】
　図１１、図１２を組み合わせた例では、ユーザーＩＤ「００２」の登録ユーザーは、累
積視聴時間が視聴制限時間を超過していないため、ユーザーＩＤ「００２」の登録ユーザ
ーの連続視聴時間が連続視聴制限時間を超過すれば図１３に示す警告画像８０１が表示さ
れる。これに対して、ユーザーＩＤ「００３」の登録ユーザーは、累積視聴時間が視聴制
限時間を超過しているため、ユーザーＩＤ「００２」の登録ユーザーの連続視聴時間が連
続視聴制限時間を超過しても図１３に示す警告画像８０１は表示されない。
【０１２７】
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　所定の休憩時間が経過すると、制御部１１４は、警告画像８０１を消去させる。また、
制御部１１４は、視聴時間計測部１７０に対して、休憩時間の計測を停止させる休憩時間
計測停止信号を出力し、視聴時間計測部１７０は、入力された休憩時間計測停止信号に基
づいて登録ユーザーの休憩時間の計測を停止する。
【０１２８】
　また、制御部１１４は、連続視聴時間（視聴時間）をリセットさせる。具体的には、制
御部１１４は、視聴時間計測部１７０に対して、連続視聴時間をリセットさせる連続視聴
時間リセット信号を出力し、視聴時間計測部１７０は、入力された連続視聴時間リセット
信号に基づいて計測した連続視聴時間をリセットする。
【０１２９】
　ステップＳ１００９では、視聴時間計測部１７０は、登録ユーザーの連続視聴時間（視
聴時間）の計測を停止する。また、休憩時間が計測されている場合には、視聴時間計測部
１７０は、休憩時間の計測も停止する。
【０１３０】
　ステップＳ１０１０では、登録ユーザーが休憩時間中である場合には、制御部１１４は
、警告画像８０１を消去させる。
【０１３１】
　本実施の形態によれば、制御部１１４は、登録ユーザーの累積視聴時間が視聴制限時間
未満、登録ユーザーの連続視聴時間が連続視聴制限時間以上である場合には、登録ユーザ
ーに対して所定の休憩時間を取るよう警告する。
【０１３２】
　この構成によれば、連続視聴時間によっても、登録ユーザーに対するコンテンツ情報の
視聴を制限させることができるので、登録ユーザーの視聴情報をより適切に記録すること
ができる。
【０１３３】
　また、本実施の形態によれば、情報処理装置１００に複数のユーザーが登録された場合
には、情報処理装置１００にログオンしている登録ユーザーのみに対して所定の休憩時間
を取るよう警告される。この構成によれば、情報処理装置１００を使用している登録ユー
ザーの視聴のみが制限されるので、複数の登録ユーザーの視聴時間がより適切に記録され
る。
【０１３４】
　また、本実施の形態によれば、情報処理装置１００は、複数の登録ユーザーの視聴情報
を記録する。そして、制御部１１４は、ログオンしている登録ユーザーの連続視聴時間が
連続視聴制限時間以上である場合に限り警告を行う。この構成によれば、警告の対象とな
っている登録ユーザーによるコンテンツ情報の視聴のみが制限されるので、他の登録ユー
ザーは、コンテンツの視聴が制限されることなく情報処理装置１００を使用することがで
きる。
【０１３５】
　（実施の形態４）
　本実施の形態では、ユーザーがログオン操作を行わずに情報処理装置１００を視聴する
場合の視聴情報の記録方法について説明する。本実施の形態は、ユーザーが個人使用する
場合のみならず、複数のユーザーが同時に視聴する場合にも適用される。したがって、本
実施の形態における情報処理装置１００は、例えばスマートフォン、携帯電話、タブレッ
ト端末、パソコン、テレビ受像機等である。
【０１３６】
　図１４は、本発明の実施の形態４における視聴情報の記録方法に関するフローチャート
の一例を示す図である。図１５は、複数のユーザーが情報処理装置を視聴している状況の
一例を示す図である。図１６は、取得したユーザーの顔情報の一例を示す図である。
【０１３７】
　ここで、本実施の形態における、登録ユーザーの視聴情報の記録方法について、図１４
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のフローチャートに沿って説明する。なお、以下の説明においては、上述の実施の形態１
～３の内容と重複する箇所については原則として説明を省略する。
【０１３８】
　ステップＳ３００１では、情報処理装置１００を視聴しているユーザーの撮像を開始す
る。具体的には、装置本体の電源スイッチ、あるいはリモコンの電源ボタン等が操作され
、情報処理装置１００の表示部１１７にコンテンツ情報等が表示されると、撮像部１４０
は、情報処理装置１００を視聴しているユーザーの撮像を開始する。図１５には、例えば
、複数のユーザー９３１～９３３が、情報処理装置１００に表示されたコンテンツ情報を
視聴している場合が示されている。撮像部１４０は、これらのユーザー９３１～９３３を
撮像し、例えば図１６に示すようなユーザー画像９０１を作成する。撮像部１４０がユー
ザー９３１～９３３の撮像を開始すると、ステップＳ３００２に移行する。
【０１３９】
　ステップＳ３００２では、情報処理装置１００は、登録ユーザーの視聴情報を取得する
。ここで、視聴情報は、例えば、登録ユーザー情報、累積視聴時間、視聴制限時間、連続
視聴時間、連続視聴制限時間、所定の休憩時間等、登録ユーザーに関する各種情報を含む
。また、ここでの登録ユーザー情報とは、例えば登録ユーザーの顔情報である。
【０１４０】
　登録ユーザーに関する視聴情報が、情報格納部１２５に記録されている場合には、制御
部１１４は、登録ユーザーに関する各種情報を情報格納部１２５から取得する。登録ユー
ザーの視聴情報が、例えば外部ネットワーク１０４０上のサーバー１０５０に記録されて
いる場合には、制御部１１４は、例えば、通信Ｉ／Ｆ１１３、移動体通信Ｉ／Ｆ１３１を
介して、外部ネットワーク１０４０上のサーバー１０５０から登録ユーザーの視聴情報を
取得する。なお、制御部１１４は、情報処理装置１００に登録されている全ての登録ユー
ザーの視聴情報を取得する。なお、ステップＳ３００１の処理に先立って、ステップＳ３
００２の処理が行なわれてもよい。そして、ステップＳ３００３に移行する。
【０１４１】
　ステップＳ３００３では、撮像部１４０が撮像した画像から登録ユーザーを検出する。
具体的には、撮像部１４０は、ユーザー画像９０１からユーザー情報としての各ユーザー
の顔情報９４１～９４３を抽出する。撮像部１４０は、抽出した顔情報９４１～９４３を
制御部１１４に出力する。あるいは、撮像部１４０は、ユーザー画像９０１を制御部１１
４に出力し、制御部１１４が、顔情報９４１～９４３を抽出してもよい。なお、制御部１
１４及び撮像部１４０は、顔情報９４１～９４３を抽出する際、登録ユーザーの顔の向き
や視線の向きを検出してもよい。
【０１４２】
　そして、制御部１１４は、ユーザー情報及び登録ユーザー情報に基づいてユーザーが登
録ユーザーであるかを判定する。具体的には、制御部１１４は、ユーザー情報（顔情報）
としての顔情報９４１～９４３と、ステップＳ３００２で取得した登録ユーザー情報とを
比較する。制御部１１４は、顔情報９４１～９４３が登録ユーザー情報と合致したユーザ
ーは登録ユーザーと判定し、顔情報９４１～９４３と登録ユーザー情報とが合致しなかっ
たユーザーは登録ユーザー以外のユーザーであると判定する。このように、制御部１１４
は、登録ユーザーを検出する。
【０１４３】
　また、情報処理装置１００が起動している間、撮像部１４０は、表示部１１７に表示さ
れたコンテンツ情報を視聴しているユーザーを複数回、例えば、連続して撮像する。制御
部１１４は、撮像部１４０がユーザーを撮像するごとに、コンテンツ情報を視聴するユー
ザーが登録ユーザーであるかを判定し、登録ユーザーを検出する。このような登録ユーザ
ーの検出は、情報処理装置１００が起動している間、実施されている。このように、登録
ユーザーを検出すると、ステップＳ３００４に移行する。
【０１４４】
　ステップＳ３００４では、ステップＳ３００３で検出された登録ユーザーの視聴時間の
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計測を開始する。具体的には、視聴時間計測部１７０は、ステップＳ３００３においてユ
ーザーが登録ユーザーであると判定されている時間を視聴時間として計測する。その際、
複数の登録ユーザーが検出されている場合には、視聴時間計測部１７０は、それぞれの登
録ユーザーの視聴時間を並行して計測する。
【０１４５】
　なお、視聴時間計測部１７０は、ステップＳ３００３で検出された登録ユーザーの顔の
向きに応じて視聴時間を計測してもよい。例えば、視聴時間計測部１７０は、登録ユーザ
ーの顔が情報処理装置１００の方向を向いている時に視聴時間を計測し、登録ユーザーの
顔が情報処理装置１００の方向を向いていない時には視聴時間を計測しなくてもよい。
【０１４６】
　また、視聴時間計測部１７０は、ステップＳ３００３で検出された登録ユーザーの視線
の向きに応じて視聴時間を計測してもよい。例えば、視聴時間計測部１７０は、登録ユー
ザーの視線が情報処理装置１００の方向を向いている時に視聴時間を計測し、登録ユーザ
ーの視線が情報処理装置１００の方向を向いていない時には視聴時間を計測しなくてもよ
い。
【０１４７】
　なお、情報処理装置１００で検出されていた登録ユーザーが、所定時間未満の短時間の
み検出されず、その後に再度検出された場合には、視聴時間計測部１７０は、検出されな
かった時間を含むこれらの時間を視聴時間（連続視聴時間）として計測してもよい。この
ように、登録ユーザーの視聴時間の計測を開始すると、ステップＳ３００５に移行する。
【０１４８】
　ステップＳ３００５では、視聴時間の計測中に検出されなくなった登録ユーザーがいる
場合には、視聴時間計測部１７０は、該当する登録ユーザーの視聴時間の計測を停止する
。また、視聴時間計測部１７０は、これ以外の登録ユーザーの視聴時間を引き続き計測す
る。このように、検出されなくなった登録ユーザーの視聴時間の計測を停止すると、ステ
ップＳ３００６に移行する。
【０１４９】
　ステップＳ３００６では、制御部１１４は、検出されている登録ユーザーの累積視聴時
間を算出する。制御部１１４は、例えば、今回の視聴を除いた、前回までの各回の視聴時
間を合算した累積視聴時間と今回の視聴時間とを合算することにより、今回までの累積視
聴時間を算出する。検出されなくなった登録ユーザーの累積視聴時間の算出を停止する。
そして、ステップＳ３００７に移行する。
【０１５０】
　ステップＳ３００７では、制御部１１４は、図４のステップＳ１００５同様の制御を実
施する。制御部１１４は、登録ユーザーごとに累積視聴時間と視聴制限時間とを比較する
。累積視聴時間が視聴制限時間未満であると制御部１１４が判定した場合（ＮＯ）には、
ステップＳ３００９に移行する。あるいは、複数の登録ユーザーが検出されている場合に
は、検出されたすべての登録ユーザーの累積視聴時間が視聴制限時間未満であると制御部
１１４が判定した場合（ＮＯ）には、ステップＳ３００９に移行する。
【０１５１】
　これに対して、累積視聴時間が視聴制限時間以上であると制御部１１４が判定した場合
（ＹＥＳ）には、ステップＳ３００８に移行する。あるいは、複数の登録ユーザーが検出
されている場合には、制御部１１４が、検出された登録ユーザーのうちいずれかの登録ユ
ーザーの累積視聴時間が視聴制限時間以上であると制御部１１４が判定した場合（ＮＯ）
には、ステップＳ３００８に移行する。
【０１５２】
　ステップＳ３００８では、制御部１１４は、図４のステップＳ１００６と同様の制御を
行う。制御部１１４は、累積視聴時間が視聴制限時間以上となった登録ユーザーに対し警
告する。また、検出されなくなった後、再度検出された登録ユーザーの累積視聴時間が視
聴制限時間以上となった場合にも、制御部１１４は、この登録ユーザーに対するコンテン
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ツ情報の視聴を制限する警告を行う。このとき、他のユーザーの視聴の妨げとならないよ
う、制御部１１４は、例えば、表示部１１７の周縁部に警告画像を表示させてもよいし、
音量を抑えた警告音を発してもよい。警告されている登録ユーザーが、その後検出されな
くなった場合には、制御部１１４は、この登録ユーザーへの警告を停止させる。このよう
に、登録ユーザーへの警告通知がなされると、ステップＳ３００９に移行する。
【０１５３】
　ステップＳ３００９では、制御部１１４は、表示部１１７にコンテンツ情報等が表示さ
れているかの判定を行う。例えば、制御部１１４が、表示部１１７にコンテンツ情報が表
示されていると判定した場合（ＹＥＳ）には、ステップＳ３００３に戻る。そして、上述
のステップＳ３００３～Ｓ３００９が再度実施され、視聴情報計測部１１７は、検出され
ている登録ユーザーの視聴時間の計測を引き続き行い、制御部１１４は、検出されている
登録ユーザーの累積視聴時間の算出を引き続き行う。
【０１５４】
　これに対して、例えば、制御部１１４が、表示部１１７にコンテンツ情報等が表示され
ていないと判定した場合（ＮＯ）には、ステップＳ３０１０に移行する。
【０１５５】
　ステップＳ３０１０では、図４のステップＳ１００９と同様の制御が行なわれる。視聴
時間計測部１７０は、検出された登録ユーザーの視聴時間の計測を停止し、制御部１１４
は、検出された登録ユーザーの累積視聴時間の算出を停止する。
【０１５６】
　そして、ステップＳ３０１１に移行する。ステップＳ３０１１では、撮像部１４０は、
ユーザーの撮像を停止する。
【０１５７】
　これらのステップＳ３００１～Ｓ３０１１を実施することにより、ユーザーがログオン
操作を行わずに情報処理装置１００を視聴する場合にも、登録ユーザーの視聴情報が記録
される。
【０１５８】
　また、本実施の形態においても、連続視聴時間が視聴情報として記録されてもよい。例
えば、ステップＳ３００４では、視聴時間計測部１７０は、視聴時間を連続視聴時間とし
て計測する。そして、ステップＳ３００７では、制御部１１４は、連続視聴時間と連続視
聴制限時間とを比較する。ステップＳ３００８では、制御部１１４は、連続視聴時間が連
続視聴制限時間以上となった登録ユーザーに対して休憩時間を取るよう警告する。
【０１５９】
　本実施の形態によれば、情報処理装置１００の動作中は、自動的に撮像部１４０がユー
ザーを撮像し、撮像部１４０が作成したユーザー画像から顔情報が抽出される。制御部１
１４は、抽出された顔情報及びユーザー登録情報から登録ユーザーを検出する。
【０１６０】
　この構成によれば、ユーザーがログオン操作を行うことなく、登録ユーザーが検出され
るので、複数のユーザーがコンテンツ情報を視聴している場合でも、登録ユーザーの視聴
情報を適切に記録することができる。
【０１６１】
　また、本実施の形態によれば、撮像部１４０は、コンテンツ情報を視聴しているユーザ
ーを複数回撮像し、制御部１１４は、撮像部１４０がユーザーを撮像するごとに登録ユー
ザーを検出する。また、視聴時間計測部１７０は、登録ユーザーが検出されている間だけ
視聴時間を計測する。
【０１６２】
　この構成によれば、登録ユーザーがコンテンツ情報を視聴している間だけ、視聴時間が
計測される。すなわち、登録ユーザーが情報処理装置１００からログオフし、あるいは情
報処理装置１００の表示をオフすることなく、登録ユーザーの視聴時間が計測される。こ
れにより、視聴時間計測部１７０は、登録ユーザーの正確な視聴時間を計測することがで
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きる。また、これにより、登録ユーザーの累積視聴時間をより正確に算出することができ
、登録ユーザーの視聴情報をより適切に記録することができる。
【０１６３】
　また、本実施の形態によれば、撮像部１４０は、情報処理装置１００のユーザーを連続
して撮像する。この構成によれば、制御部１４０は、連続して登録ユーザーを検出するの
で、視聴時間計測部１７０は、検出されている登録ユーザーの視聴時間をより正確に計測
することができる。これにより、制御部１４０は、検出されている登録ユーザーの累積視
聴時間をより正確に算出することができる。また、これにより、登録ユーザーの視聴情報
をより正確に記録することができる。
【０１６４】
　また、本実施の形態では、連続視聴時間を登録ユーザーの視聴情報として記録してもよ
い。この構成によれば、連続視聴時間によっても、登録ユーザーに対するコンテンツ情報
の視聴を制限させることができるので、登録ユーザーの視聴情報をより適切に記録するこ
とができる。
【０１６５】
　また、本実施の形態によれば、情報処理装置１００に複数のユーザーが登録されている
場合には、登録ユーザーごとに累積視聴に関する視聴情報、連続視聴に関する視聴情報が
記録される。そして、制御部１１４は、警告の対象となっている登録ユーザーが検出され
た場合には、対象の登録ユーザーに対して警告する。そして、制御部１１４は、画面の周
縁部に警告画像を表示し、あるいは、音量を抑えた警告音を発することにより、対象の登
録ユーザーを警告する。この構成によれば、他のユーザーのコンテンツ情報の視聴が妨げ
られることなく、警告対象の登録ユーザーの視聴を制限することができる。
【０１６６】
　（実施の形態５）
　ここまでは、個々の情報処理装置において、登録ユーザーの視聴情報が記録される場合
について説明した。しかし、最近では、ユーザーの多くは、例えば、スマートフォン、携
帯電話、パソコン、タブレット端末、テレビ受像機等、複数の情報処理装置を所有してい
る。このため、情報処理装置ごとに登録ユーザーの視聴情報を記録していたのでは、登録
ユーザーの視聴情報を適切に記録することができない。そこで、本実施の形態では、複数
の情報処理装置における登録ユーザーの視聴情報を一括で記録する視聴情報管理システム
について説明する。
【０１６７】
　図１７は、本発明の実施の形態５に係る視聴情報管理システムの一例を示す図である。
視聴情報管理システムは、例えば図１８に示すように、情報処理装置１００（１００Ａ～
１００Ｅ）、基地局１０１０、放送局１０２０、無線ルーター１０３０、外部ネットワー
ク１０４０、サーバー１０５０等からなる。
【０１６８】
　本実施の形態では、登録ユーザーが、複数の情報処理装置１００（１００Ａ～１００Ｅ
）に登録されている。情報処理装置１００Ａ～１００Ｃは、例えば、スマートフォン、携
帯電話、パソコン、タブレット端末等である。情報処理装置１００Ａ～１００Ｃは、情報
通信部としての移動体通信Ｉ／Ｆ１３１及び基地局１０１０を介して外部ネットワーク１
０４０に設けられたサーバー１０５０と接続される。また、情報処理装置１００Ａ～１０
０Ｃは、情報通信部としての通信Ｉ／Ｆ１１３及び無線ルーター１０３０を介して外部ネ
ットワークに設けられたサーバー１０５０と接続される。これにより、情報処理装置１０
０Ａ～１００Ｃは、サーバー１０５０との間で登録ユーザーの視聴情報やコンテンツ情報
等の送受信を行う。
【０１６９】
　情報処理装置１００Ｄは、例えば、情報通信部としての通信Ｉ／Ｆ１１３及び無線ルー
ター１０３０を介してサーバー１０５０と接続される各種機器である。情報処理装置１０
０Ｄは、情報通信部としての通信Ｉ／Ｆ１１３及び無線ルーター１０３０を介して外部ネ
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ットワーク１０４０に設けられたサーバー１０５０と接続される機器である。これにより
、情報処理装置１００Ｄは、サーバー１０５０との間で登録ユーザーの視聴情報やコンテ
ンツ情報等の送受信を行う。
【０１７０】
　情報処理装置１００Ｅは、例えば、放送局１０２０から送信された電波（テレビ信号）
を受信してテレビ放送を表示するテレビ受像機等である。情報処理装置１００Ｅは、情報
通信部としての通信Ｉ／Ｆ１１３及び無線ルーター１０３０を介してサーバー１０５０と
接続される。これにより、情報処理装置１００Ｄは、サーバー１０５０との間で登録ユー
ザーの視聴情報やコンテンツ情報等の送受信を行う。
【０１７１】
　情報処理装置１００Ａ～１００Ｅは、無線ルーター１０３０と有線ＬＡＮまたは無線Ｌ
ＡＮで接続されている。例えば図１７では、情報処理装置１００Ａ～１００Ｄは、無線Ｌ
ＡＮで無線ルーター１０３０と接続され、情報処理装置１００Ｅは、有線ＬＡＮで無線ル
ーター１０３０と接続されている。そして、情報処理装置１００Ａ～１００Ｅは、無線ル
ーター１０３０を介して互いに接続されている。
【０１７２】
　本実施の形態では、説明の便宜上、複数の情報処理装置１００Ａ～１００Ｅのうち、情
報処理装置（１の情報処理装置）１００Ａを視聴情報管理装置とする。情報処理装置１０
０Ｂ～１００Ｅは、情報処理装置１００Ａに対し、例えば、登録ユーザーの累積視聴時間
等に関する視聴情報を送信する。情報処理装置１００Ａは、例えば、情報処理装置１００
Ｂ～１００Ｅから受信した登録ユーザーの累積視聴時間等に関する視聴情報に基づいて複
数の情報処理装置１００Ａ～１００Ｅにおける登録ユーザーの累積視聴時間を合算した複
数装置間累積視聴時間を記録する。このように、情報処理装置１００Ａは、情報処理装置
１００Ａ～１００Ｅにおける登録ユーザーの視聴情報を一括して記録する。なお、情報処
理装置１００Ａは、例えば、管理者ユーザーが個人で使用する機器であってもよい。
【０１７３】
　なお、視聴情報管理システムは、このような構成に限定されるわけではなく、自在に変
更可能である。例えば、情報処理装置１００Ｄ、１００Ｅが基地局１０１０と接続されて
もよいし、情報処理装置１００Ａ～１００Ｄが放送局１０２０の電波を受信してもよい。
また、視聴情報管理システムが、６個以上の情報処理装置１００を備えてもよいし、４個
以下の情報処理装置１００を備えてもよい。
【０１７４】
　［ログオン操作が必要な情報処理装置における視聴時間の記録方法］
　次に、本実施の形態における、登録ユーザーの視聴情報を記録する方法について説明す
る。まず、ユーザーによるログオン操作が必要な情報処理装置における視聴時間の記録方
法について説明する。図１８は、本発明の実施の形態５に係る視聴情報の記録方法につい
てのフローチャートの一例を示す図である。図１９は、本発明の実施の形態５に係る視聴
情報の記録方法の一例を示す図である。なお、以下の説明においては、上述の実施の形態
１～４の内容と重複する箇所については原則として説明を省略する。
【０１７５】
　なお、複数の登録ユーザーに関する登録ユーザー情報は、登録を受けようとするユーザ
ーが予め行う登録操作により、例えば、情報処理装置１００Ａの情報格納部１２５に記録
されている。また、例えば、視聴制限時間、連続視聴制限時間、リセット時刻等の登録ユ
ーザーに関する視聴情報は、管理者ユーザー又は登録ユーザー自身により、予め情報処理
装置１００Ａの情報格納部１２５に記録されている。
【０１７６】
　ステップＳ１００１では、情報処理装置１００を使用しようとするユーザーが、情報処
理装置１００の使用者として予め登録された複数の登録ユーザーのうちのいずれかである
かを判定する。ユーザーがログオンしようとしている情報処理装置１００が、登録ユーザ
ーのパスワード等の登録ユーザー情報を取得していない場合には、情報処理装置１００Ａ
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やサーバー１０５０から予め登録ユーザー情報を取得しておく。
【０１７７】
　ステップＳ１００２において、登録ユーザーがログオンしている情報処理装置１００の
視聴時間計測部１７０が、ログオンした登録ユーザーの視聴時間の計測を開始すると、ス
テップＳ４００３に移行する。
【０１７８】
　ステップＳ４００３では、情報処理装置１００は、情報処理装置１００Ａに対し、例え
ば、ログオンした登録ユーザーの識別情報（例えば登録ユーザー情報）とコンテンツの視
聴開始時刻に関する視聴情報、登録ユーザーが使用している情報処理装置１００を識別す
る装置識別情報等からなる視聴開始情報を送信する。情報処理装置１００Ａは、例えば、
受信した視聴開始情報の装置識別情報に基づいて、視聴開始情報を送信した情報処理装置
１００が、視聴情報管理システムに登録された機器であるかを判定する。視聴開始情報を
送信した情報処理装置１００が、視聴情報管理システムに登録された機器であると判定さ
れた場合には、情報処理装置１００Ａは、受信した視聴開始情報に基づいて、ログオンし
た登録ユーザーの視聴開始時刻等を視聴情報としてテーブルに記録する。例えば、情報処
理装置１００Ａは、図１９に示すように、現在使用機器欄における機器ＩＤ欄に現在使用
している情報処理装置１００のＩＤ、視聴開始時刻欄に情報処理装置１００での視聴開始
時刻等に関する視聴情報をテーブルに記録する。そして、情報処理装置１００Ａは、視聴
開始情報を送信した情報処理装置１００に対し、視聴開始情報を受信したことを通知する
情報を送信する。
【０１７９】
　また、情報処理装置１００は、情報処理装置１００Ａに対し、ログオンした登録ユーザ
ーが登録された複数の情報処理装置１００、あるいは、視聴情報管理システムに登録され
た情報処理装置１００（例えば１００Ａ～１００Ｅ）における累積視聴時間の合計である
前回までの複数装置間累積視聴時間、視聴制限時間等の視聴情報の送信を要求する。情報
処理装置１００Ａは、情報処理装置１００に対し、ログオンした登録ユーザーの視聴情報
を送信する。そして、ステップＳ１００４に移行する。
【０１８０】
　ステップＳ１００４では、ステップＳ１００２で計測した今回の視聴時間と、ステップ
Ｓ４００３で情報処理装置１００Ａから受信した前回までの複数装置間累積視聴時間とを
合算し、ログオンした登録ユーザーの今回までの複数装置間累積視聴時間を算出する。そ
して、ステップＳ１００５に移行する。
【０１８１】
　ステップＳ１００５では、登録ユーザーがログオンしている（コンテンツを視聴してい
る）情報処理装置１００の制御部１１４は、今回までの複数装置間累積視聴時間と視聴制
限時間とを比較する。登録ユーザーがログオンしている情報処理装置１００の制御部１１
４が、今回までの複数装置間累積視聴時間が視聴制限時間以上であると判定した場合には
、ステップＳ１００６に移行する。
【０１８２】
　ステップＳ１００６では、登録ユーザーがログオンしている情報処理装置１００の制御
部１１４は、登録ユーザーに対し警告を行う。そして、ステップＳ４００７に移行する。
【０１８３】
　ステップＳ４００７では、登録ユーザーがログオンしている情報処理装置１００は、登
録ユーザーが視聴制限時間を超過したことを示す視聴時間超過情報（例えば複数装置間累
積視聴時間）を情報処理装置１００Ａに送信する。情報処理装置１００Ａは、受信した視
聴時間超過情報をテーブルに記録する。そして、ステップＳ１００８に移行する。
【０１８４】
　ステップＳ１００９では、登録ユーザーがログオンしている情報処理装置１００の視聴
時間計測部１７０は、登録ユーザーの視聴時間の計測を停止する。また、登録ユーザーが
ログオンしている情報処理装置１００は、登録ユーザーがコンテンツ情報の視聴を停止し
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たことを示す視聴停止情報、今回までの複数装置間累積視聴時間等の視聴情報を情報処理
装置１００Ａに送信する。情報処理装置１００Ａは、受信した視聴停止情報、複数装置間
累積視聴時間等に関する視聴情報を記録し、視聴を停止した登録ユーザーの視聴情報を更
新する。例えば、情報処理装置１００Ａは、機器ＩＤ欄に記録された情報処理装置１００
のＩＤ情報、視聴開始時刻情報等に関する視聴情報をテーブルから削除し、今回までの複
数装置間累積視聴時間に関する視聴情報をテーブルに記録する。
【０１８５】
　また、連続視聴時間が登録ユーザーの視聴情報として記録されてもよい。例えば、図１
８のステップＳ４００７では、登録ユーザーがログオンしている情報処理装置１００は、
登録ユーザーが連続視聴制限時間を超過したことを示す連続視聴時間超過情報（例えば休
憩終了時刻）を情報処理装置１００Ａに送信する。情報処理装置１００Ａは、受信した連
続視聴時間超過情報をテーブルに記録する。
【０１８６】
　［ログオン操作を必要としない情報処理装置における視聴時間の記録］
　次に、ユーザーによるログオン操作を必要としない情報処理装置における視聴時間の記
録方法について説明する。図２０は、本発明の実施の形態５に係る視聴情報の記録方法に
ついてのフローチャートの一例を示す図である。図２１は、本発明の実施の形態５に係る
視聴情報の記録方法の一例を示す図である。
【０１８７】
　ステップＳ３００２では、情報処理装置１００は、自身の情報処理装置１００を識別す
る装置識別情報を情報処理装置１００Ａに送信するとともに、登録ユーザーの視聴情報等
の送信を要求する。情報処理装置１００Ａは、受信した装置識別情報に基づいて、情報処
理装置１００が視聴情報管理システムに登録された機器であるかを判定する。視聴開始情
報を送信した情報処理装置１００が、視聴情報管理システムに登録された機器であると判
定された場合には、情報処理装置１００に対し登録ユーザーの前回までの複数装置間累積
視聴時間、視聴制限時間等の視聴情報を送信する。そして、ステップＳ３００３に移行す
る。
【０１８８】
　ステップＳ３００４では、情報処理装置１００は、例えば、検出された登録ユーザーの
識別情報（例えば登録ユーザー情報）と視聴開始時刻に関する視聴情報、情報処理装置１
００を識別する装置識別情報等からなる視聴開始情報を情報処理装置１００Ａに送信する
。情報処理装置１００Ａは、受信した視聴開始情報をテーブルに記録する。例えば、情報
処理装置１００Ａは、図２１に示すように、情報処理装置１００のＩＤ、情報処理装置１
００での視聴開始時刻、顔情報等の視聴情報をテーブルに記録する。また、情報処理装置
１００Ａは、例えば、視聴開始情報を送信した情報処理装置１００に対し、視聴開始情報
を受信したことを通知する情報を送信してもよい。
【０１８９】
　ステップＳ３００５では、視聴時間の計測中に検出されなくなった登録ユーザーがいる
場合には、情報処理装置１００は、登録ユーザーがコンテンツ情報の視聴を停止したこと
を示す視聴停止情報、今回までの複数装置間累積視聴時間等を情報処理装置１００Ａに送
信する。情報処理装置１００Ａは、受信した視聴停止情報、今回までの複数装置間累積視
聴時間等に関する視聴情報をテーブルに記録し、視聴を停止した登録ユーザーの視聴情報
を更新する。視聴停止情報、今回までの複数装置間累積視聴時間等を送信した情報処理装
置１００が、視聴情報管理システムに登録された機器であると判定された場合には、例え
ば、情報処理装置１００Ａは、機器ＩＤ欄に記録された情報処理装置１００のＩＤ情報、
視聴開始時刻情報等に関する視聴情報をテーブルから削除し、今回までの複数装置間累積
視聴時間に関する視聴情報をテーブルに記録する。また、情報処理装置１００Ａは、情報
処理装置１００に対し、視聴停止情報、今回までの複数装置間累積視聴時間等を受信した
ことを通知する情報を送信してもよい。
【０１９０】
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　ステップＳ３００６では、ステップＳ３００４で計測した今回の視聴時間と、ステップ
Ｓ３００２で情報処理装置１００Ａから受信した前回までの複数装置間累積視聴時間とを
合算し、検出された登録ユーザーの今回までの複数装置間累積視聴時間を算出する。また
、制御部１１４は、検出されなくなった登録ユーザーの今回までの複数装置間累積視聴時
間の算出を停止する。
【０１９１】
　また、本実施の形態においても連続視聴時間が登録ユーザーの視聴情報として記録され
てもよい。例えば、図１８のステップＳ４００７では、情報処理装置１００は、登録ユー
ザーが連続視聴制限時間を超過したことを示す連続視聴時間超過情報（例えば休憩終了時
刻）を情報処理装置１００Ａに送信する。情報処理装置１００Ａは、受信した連続視聴時
間超過情報に基づいて、例えば、登録ユーザーの休憩終了時刻に関する視聴情報をテーブ
ルに記録する。
【０１９２】
　また、例えば、図２０のステップＳ３００４では、視聴時間計測部１７０は、視聴時間
を連続視聴時間として計測する。そして、図２０のステップＳ３００７では、制御部１１
４は、連続視聴時間と連続視聴制限時間とを比較する。図２０のステップＳ３００８では
、制御部１１４は、連続視聴時間が連続視聴制限時間以上となった登録ユーザーに対して
休憩時間を取るよう警告する。そして、図２０のステップＳ３０１０では、視聴時間計測
部１７０は、検出された登録ユーザーの視聴時間の計測を停止し、制御部１１４は、検出
された登録ユーザーの累積視聴時間の算出を停止する。また、情報処理装置１００は、登
録ユーザーがコンテンツ情報の視聴を停止したことを示す視聴停止情報、今回までの複数
装置間累積視聴時間等を情報処理装置１００Ａに送信する。
【０１９３】
　本実施の形態によれば、登録ユーザーが複数の情報処理装置１００でコンテンツ情報等
を視聴しても、それぞれの情報処理装置１００における視聴情報が、視聴情報管理装置と
しての情報処理装置１００Ａにおいて一括で記録される。
【０１９４】
　この構成によれば、それぞれの情報処理装置１００における累積視聴時間の合計が複数
装置間累積視聴時間として記録されるので、登録ユーザーの視聴情報がより適切に記録さ
れる。
【０１９５】
　また、本実施の形態によれば、視聴情報管理装置としての情報処理装置１００Ａから前
回までの複数装置間累積視聴時間を受信した後、それぞれの情報処理装置１００において
、今回までの複数装置間累積視聴時間が算出される。また、それぞれの情報処理装置１０
０において、複数装置間累積視聴時間と視聴制限時間とが比較される。
【０１９６】
　この構成によれば、情報処理装置１００が情報処理装置１００Ａにアクセスする回数を
減らすことができるので、情報処理装置１００Ａの負荷を軽減することができる。また、
情報処理装置１００が、情報処理装置１００Ａとアクセスできない状態であっても、登録
ユーザーに警告することができる。
【０１９７】
　また、本実施の形態によれば、登録ユーザーの連続視聴時間が連続視聴制限時間を超過
した場合には、休憩開始時刻に関する視聴情報がテーブルに記録される。この構成によれ
ば、登録ユーザーが、休憩時間中に他の情報処理装置１００を使用しようとしても、コン
テンツ情報等の視聴が制限されるので、登録ユーザーの視聴情報をより適切に記録するこ
とができる。
【０１９８】
　また、本実施の形態によれば、外部インターネット１０４０を介して視聴情報が記録さ
れる。この構成によれば、管理者ユーザー及び登録ユーザーが互いに離れていても登録ユ
ーザーの視聴が制限されるので、視聴情報が適切に記録される。
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【０１９９】
　（実施の形態６）
　本実施の形態では、視聴情報管理装置としてのサーバー１０５０において視聴情報が記
録される場合について説明する。
【０２００】
　［ログオン操作が必要な情報処理装置における視聴時間の記録方法］
　ログオン操作が必要な情報処理装置における視聴時間の記録方法について、図１８を参
照しつつ説明する。なお、以下の説明においては、上述の実施の形態１～５の内容と重複
する箇所については原則として説明を省略する。
【０２０１】
　なお、複数の登録ユーザーに関する登録ユーザー情報は、登録を受けようとするユーザ
ーが予め行う登録操作により、例えば、サーバー１０５０に格納されている。また、例え
ば、視聴制限時間、連続視聴制限時間、リセット時刻等の登録ユーザーに関する視聴情報
は、管理者ユーザー又は登録ユーザー自身により、予めサーバー１０５０に格納されてい
る。
【０２０２】
　ステップＳ４００３では、情報処理装置１００は、外部ネットワーク１０４０上のサー
バー１０５０に対し、例えば、ログオンした登録ユーザーの識別情報（例えば登録ユーザ
ー情報）と視聴開始時刻に関する視聴情報、登録ユーザーが使用している情報処理装置１
００を識別する装置識別情報等からなる視聴開始情報を送信する。サーバー１０５０は、
例えば、受信した視聴開始情報の装置識別情報に基づいて、視聴開始情報を送信した情報
処理装置１００が、視聴情報管理システムに登録された機器であるかを判定する。情報処
理装置１００が、視聴情報管理システムに登録された機器であると判定された場合には、
サーバー１０５０は、受信した視聴開始情報に関する視聴情報をテーブルに記録する。例
えば、サーバー１０５０は、図１９に示すように、情報処理装置１００のＩＤ、視聴開始
時刻等に関する視聴情報をテーブルに記録する。そして、サーバー１０５０は、情報処理
装置１００に対し、視聴開始情報を受信したことを通知する情報を送信する。
【０２０３】
　また、情報処理装置１００は、サーバー１０５０に対し、ログオンしてコンテンツ情報
を視聴している登録ユーザーに関する、前回までの複数装置間累積視聴時間、視聴制限時
間等の視聴情報の送信を要求する。サーバー１０５０は、情報処理装置１００に対し、ロ
グオンした登録ユーザーの視聴情報を送信する。
【０２０４】
　ステップＳ４００７では、情報処理装置１００は、登録ユーザーが視聴制限時間を超過
したことを示す視聴時間超過情報（例えば今回までの複数装置間累積視聴時間）をサーバ
ー１０５０に送信する。サーバー１０５０は、受信した視聴時間超過情報をテーブルに記
録する。
【０２０５】
　ステップＳ１００９では、情報処理装置１００は、登録ユーザーがコンテンツ情報の視
聴を停止したことを示す視聴停止情報、今回までの複数装置間累積視聴時間等の視聴情報
をサーバー１０５０に送信する。サーバー１０５０は、受信した視聴停止情報、今回まで
の複数装置間累積視聴時間等に関する視聴情報をテーブルに記録し、視聴を停止した登録
ユーザーの視聴情報を更新する。例えば、サーバー１０５０は、情報処理装置１００のＩ
Ｄ情報、視聴開始時刻情報等をテーブルから削除し、今回までの複数装置間累積視聴時間
に関する視聴情報をテーブルに記録する。
【０２０６】
　［ログオン操作を必要としない情報処理装置における視聴時間の記録］
　次に、ユーザーによるログオン操作を必要としない情報処理装置における視聴時間の記
録方法について、図２０を参照しつつ説明する。
【０２０７】
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　ステップＳ３００２では、情報処理装置１００は、自身の情報処理装置１００を識別す
る装置識別情報をサーバー１０５０に送信するとともに、登録ユーザーの視聴情報等の送
信を要求する。サーバー１０５０は、受信した装置識別情報に基づいて、情報処理装置１
００が視聴情報管理システムに登録された機器であるかを判定する。情報処理装置１００
が、視聴情報管理システムに登録された機器であると判定された場合には、情報処理装置
１００に対し登録ユーザーの前回までの複数装置間累積視聴時間、視聴制限時間等の視聴
情報を送信する。
【０２０８】
　ステップＳ３００４では、情報処理装置１００は、例えば、検出された登録ユーザーの
識別情報（例えば登録ユーザー情報）と視聴開始時刻に関する視聴情報、情報処理装置１
００を識別する装置識別情報等からなる視聴開始情報をサーバー１０５０に送信する。サ
ーバー１０５０は、受信した視聴開始情報をテーブルに記録する。例えば、サーバー１０
５０は、図２１に示すように、情報処理装置１００のＩＤ、情報処理装置１００での視聴
開始時刻、顔情報等に関する視聴情報をテーブルに記録する。また、サーバー１０５０は
、例えば、情報処理装置１００に対し、視聴開始情報を受信したことを通知する情報を送
信してもよい。
【０２０９】
　ステップＳ３００５では、視聴時間の計測中に検出されなくなった登録ユーザーがいる
場合には、情報処理装置１００は、登録ユーザーがコンテンツ情報の視聴を停止したこと
を示す視聴停止情報、今回までの複数装置間累積視聴時間等をサーバー１０５０に送信す
る。サーバー１０５０は、視聴停止情報、今回までの複数装置間累積視聴時間等に関する
視聴情報をテーブルに記録し、視聴を停止した登録ユーザーの視聴情報を更新する。例え
ば、サーバー１０５０は、機器ＩＤ欄に記録された情報処理装置１００のＩＤ情報、視聴
開始時刻情報等に関する視聴情報をテーブルから削除し、今回までの複数装置間累積視聴
時間に関する視聴情報をテーブルに記録する。
【０２１０】
　また、本実施の形態においても、連続視聴時間が登録ユーザーの視聴情報として記録さ
れてもよい。例えば、図１８のステップＳ４００７では、情報処理装置１００は、登録ユ
ーザーが連続視聴制限時間を超過したことを示す連続視聴時間超過情報（例えば休憩終了
時刻）をサーバー１０５０に送信する。サーバー１０５０は、受信した連続視聴時間超過
情報に関する視聴情報をテーブルに記録する。
【０２１１】
　本実施の形態によれば、登録ユーザーが複数の情報処理装置１００でコンテンツ情報等
を視聴しても、それぞれの情報処理装置１００における視聴情報が、視聴情報管理装置と
してのサーバー１０５０において一括で記録される。
【０２１２】
　この構成によれば、それぞれの情報処理装置１００における累積視聴時間の合計が複数
装置間累積視聴時間として記録されるので、登録ユーザーの視聴情報がより適切に記録さ
れる。また、この構成によれば、視聴処理装置１００において登録ユーザーの視聴情報を
記録しなくてもよいので、情報処理装置１００に掛かる負荷が軽減される。
【０２１３】
　また、本実施の形態によれば、登録ユーザーの連続視聴時間が連続視聴制限時間を超過
した場合には、休憩開始時刻に関する視聴情報がテーブルに記録される。この構成によれ
ば、登録ユーザーが、休憩時間中に他の情報処理装置１００を使用しようとしても、コン
テンツ情報等の視聴が制限されるので、登録ユーザーの視聴情報をより適切に記録するこ
とができる。
【０２１４】
　また、本実施の形態によれば、外部インターネット１０４０を介して視聴情報が記録さ
れる。この構成によれば、管理者ユーザー及び登録ユーザーが互いに離れていても登録ユ
ーザーの視聴情報が適切に記録される。
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【０２１５】
　（実施の形態７）
　前述した実施の形態５～６では、それぞれの情報処理装置１００において今回までの複
数装置間累積視聴時間が算出される場合について説明したが、本実施の形態では、情報処
理装置１００Ａ、視聴情報管理装置としてのサーバー１０５０において今回までの複数装
置間累積視聴時間が算出される場合について説明する。なお、以下の説明においては、上
述の実施の形態１～６の内容と重複する箇所については原則として説明を省略する。
【０２１６】
　［ログオン操作が必要な情報処理装置における視聴時間の記録方法］
　ログオン操作が必要な情報処理装置における視聴時間の記録方法について、図１８を参
照しつつ説明する。情報処理装置１００Ａ、サーバー１０５０は、図１８のステップＳ４
００３において情報処理装置１００から送信された、例えば、ログオンした登録ユーザー
の識別情報、コンテンツ情報の視聴開始時刻に関する視聴情報等を受信すると、登録ユー
ザーの今回の視聴時間の計測を開始する。また、情報処理装置１００Ａ、サーバー１０５
０は、登録ユーザーの今回の視聴時間と前回までの複数装置間累積視聴時間とを合算し、
今回までの複数装置間累積視聴時間を算出する。そして、情報処理装置１００Ａ、サーバ
ー１０５０は、今回までの複数装置間累積視聴時間と視聴制限時間とを比較する。情報処
理装置１００Ａ、サーバー１０５０は、登録ユーザーの今回までの複数装置間累積視聴時
間が視聴制限時間以上であると判定した場合には、登録ユーザーがコンテンツを視聴して
いる情報処理装置１００に対し、登録ユーザーに警告するよう指示し、情報処理装置１０
０は、情報処理装置１００Ａ、サーバー１０５０からの指示に基づいて登録ユーザーに警
告を行う。例えば、情報処理装置１００Ａ、サーバー１０５０は、今回までの複数装置間
累積視聴時間が視聴制限時間以上であることを示す視聴制限時間超過情報を情報処理装置
１００に送信する。そして、情報処理装置１００は、受信した視聴制限時間超過情報に基
づいて図１８のステップＳ１００６の制御を行うことにより、登録ユーザーに警告を行う
。
【０２１７】
　情報処理装置１００Ａ、サーバー１０５０は、図１８のステップＳ１００９において情
報処理装置１００から送信された登録ユーザーの視聴停止情報を受信すると、登録ユーザ
ーの視聴時間の計測を停止する。また、情報処理装置１００Ａ、サーバー１０５０は、登
録ユーザーの今回までの複数装置間累積視聴時間の算出を停止し、今回までの複数装置間
累積視聴時間に関する視聴情報をテーブルに記録する。
【０２１８】
　［ログオン操作を必要としない情報処理装置における視聴時間の記録］
　次に、ユーザーによるログオン操作を必要としない情報処理装置における視聴時間の記
録方法について、図２０を参照しつつ説明する。この場合にも、情報処理装置１００Ａ、
サーバー１０５０は、前述したログオン操作が必要な場合とほぼ同様の制御を行う。この
ため、ここでは、ログオン操作が必要な場合における制御と異なるところを説明する。
【０２１９】
　情報処理装置１００Ａ、サーバー１０５０は、図２０のステップＳ３００４において情
報処理装置１００から送信された、例えば、検出された登録ユーザーの識別情報、視聴開
始時刻に関する視聴情報等を受信すると、検出された登録ユーザーの今回の視聴時間の計
測を開始する。また、情報処理装置１００Ａ、サーバー１０５０は、登録ユーザーの今回
の視聴時間と前回までの複数装置間累積視聴時間とを合算し、今回までの複数装置間累積
視聴時間を算出する。そして、情報処理装置１００Ａ、サーバー１０５０は、今回までの
複数装置間累積視聴時間が視聴制限時間以上であると判定した場合には、情報処理装置１
００に対し登録ユーザーに警告させる。情報処理装置１００は、受信した視聴制限時間超
過情報に基づいて図２０のステップＳ３００８の制御を行うことにより、登録ユーザーに
警告を行う。情報処理装置１００Ａ、サーバー１０５０は、登録ユーザーの今回までの複
数装置間累積視聴時間が視聴制限時間以上であると判定した場合には、登録ユーザーがコ
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ンテンツを視聴している情報処理装置１００に対し、登録ユーザーに警告するよう指示し
、情報処理装置１００は、情報処理装置１００Ａ、サーバー１０５０からの指示に基づい
て登録ユーザーに警告を行う。例えば、情報処理装置１００Ａ、サーバー１０５０は、今
回までの複数装置間累積視聴時間が視聴制限時間以上であることを示す視聴制限時間超過
情報を情報処理装置１００に送信する。そして、情報処理装置１００は、受信した視聴制
限時間超過情報に基づいて図２０のステップＳ３００８の制御を行うことにより、登録ユ
ーザーに警告を行う。
【０２２０】
　情報処理装置１００Ａ、サーバー１０５０は、図２０のステップＳ３００５において情
報処理装置１００から送信された登録ユーザーの視聴停止情報を受信すると、登録ユーザ
ーの視聴時間の計測を停止する。
【０２２１】
　また、情報処理装置１００Ａ、サーバー１０５０は、登録ユーザーの連続視聴時間を計
測してもよい。情報処理装置１００Ａ、サーバー１０５０は、登録ユーザーの連続視聴時
間を計測し、連続視聴時間と連続視聴制限時間とを比較する。情報処理装置１００Ａ、サ
ーバー１０５０は、登録ユーザーの連続視聴時間が連続視聴制限時間以上であると判定し
た場合には、情報処理装置１００に対し登録ユーザーに警告させる。例えば、情報処理装
置１００Ａ、サーバー１０５０は、情報処理装置１００に対し、連続視聴時間が連続視聴
制限時間以上であることを示す連続視聴制限時間超過情報を情報処理装置１００に送信す
る。情報処理装置１００は、受信した連続視聴制限時間超過情報に基づいて、図１８のス
テップＳ１００６又は図２０のステップ３００８の制御を行うことにより、登録ユーザー
に警告を行う。
【０２２２】
　また、情報処理装置１００Ａ、サーバー１０５０は、図１８のステップＳ１００９又は
図２０のステップＳ３００５において情報処理装置１００から送信された登録ユーザーの
視聴停止情報を受信すると、登録ユーザーの連続視聴時間の計測を停止する。
【０２２３】
　本実施の形態によれば、視聴情報管理装置としての情報処理装置１００Ａ、サーバー１
０５０において複数装置間累積視聴時間、連続視聴時間が算出される。この構成によれば
、それぞれの情報処理装置１００は、複数装置間累積視聴時間、連続視聴時間を算出しな
くてもよいので、情報処理装置１００の負荷が軽減される。
【０２２４】
　また、本実施の形態によれば、情報処理装置１００Ａ、サーバー１０５０は、今回まで
の複数装置間累積視聴時間と視聴制限時間と比較し、今回までの複数装置間累積視聴時間
が視聴制限時間を超過していると判定した場合には、情報処理装置１００に対し登録ユー
ザーに警告するよう指示する。この構成によれば、情報処理装置１００は、情報処理装置
１００Ａ、サーバー１０５０からの指示に基づいて警告を行うことにより、登録ユーザー
によるコンテンツ情報の視聴が制限される。これにより、登録ユーザーの視聴情報が適切
に記録される。
【０２２５】
　また、本実施の形態によれば、情報処理装置１００Ａ、サーバー１０５０は、連続視聴
時間と連続視聴制限時間とを比較し、連続視聴時間が連続視聴制限時間を超過した場合に
は、情報処理装置１００に対して、所定の休憩時間を取るよう警告させる。この構成によ
れば、情報処理装置１００は、情報処理装置１００Ａ、サーバー１０５０からの指示に基
づいて警告を行うことにより、登録ユーザーに対し、適切な休憩を取らせることができる
。これにより、登録ユーザーの視聴情報がより適切に記録される。
【０２２６】
　（その他の実施の形態）
本発明は、上述した実施の形態に限定されない。例えば、無線ルーター１０３０にストレ
ージを設け、ストレージに登録ユーザーの視聴情報が記録されてもよい。この場合には、
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情報処理装置１００を視聴情報管理装置にする場合と比較して、無線ルーター１０３０に
電源が安定して供給される。また、情報処理装置１００（例えば１００Ａ～１００Ｅ）と
無線ルーター１０３０との間のネットワーク接続が安定しているので、情報処理装置１０
０からの視聴情報の送信要求に対し即時応答することができる。
【０２２７】
　以上、本発明者によってなされた発明を発明の実施の形態に基づき具体的に説明したが
、本発明は前記発明の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲
で種々変更可能であることは言うまでもない。
【０２２８】
　なお、本発明は上記した実施の形態に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれ
る。例えば、上記した実施の形態は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明した
ものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。
【０２２９】
　また、ある実施の形態の構成の一部を他の実施の形態の構成に置き換えることが可能で
あり、また、ある実施の形態の構成に他の実施の形態の構成を加えることも可能である。
また、各実施の形態の構成の一部について、他の構成の追加、削除、置換をすることが可
能である。なお、図面に記載した各部材や相対的なサイズは、本発明を分かりやすく説明
するため簡素化・理想化しており、実装上はより複雑な形状となる場合がある。
【符号の説明】
【０２３０】
　１００、１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄ、１００Ｅ…情報処理装置、１１４
…制御部、１１５…情報入力部、１１６…ユーザー情報取得部、１１７…表示部、１２５
…情報格納部、１４０…撮像部、１０１０…基地局、１０２０…放送局、１０３０…無線
ルーター、１０４０…外部ネットワーク、１０５０…サーバー

【図１】 【図２】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】



(39) JP WO2017/208378 A1 2017.12.7

【図１６】 【図１７】
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【国際調査報告】
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